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Ⅰ 点検及び評価の概要 

 

教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条に基づき、毎年、

その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図って点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会

に提出するとともに、公表することとされています。 

 

本市の教育委員会においても、教育委員会の会議や教育委員会委員（以下「委員」と

いう。）の活動を始め、第六次総合計画(改定版)に基づき、教育委員会事務局（教育総

務課、学校教育課、学校給食課、文化財課）及び野外教育センター、並びに文化スポー

ツ部文化・生涯学習課及び図書館が令和４年度に実施した事務事業について点検及び

評価を実施し、「令和５年度教育に関する事務の点検及び評価報告書」としてとりまと

めました。 

 

  

 

【参考】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関すること。 

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

３ （略） 

４ （略） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなけ

ればならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 
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Ⅱ 点検及び評価の方法 

 

第六次総合計画に掲げるめざす将来像「暮らしやすさと幸せをつなぐまちかすがい」

の実現に向けて推進する施策に基づき、主要な事務事業の管理及び執行の状況につい

て、教育委員会の事務局及びその他の教育機関等が、事務事業点検評価シートにより、

点検及び評価を行いました。 

事務点検評価では、教育委員会の事務局、その他の教育機関等が行った点検及び評価

の結果について、学識経験者（事務点検評価委員）から意見を聞きました。 

 

 

ア）学識経験者 

中野 靖彦  愛知教育大学名誉教授、修文大学短期大学部教授 

三島 浩路  中部大学現代教育学部教授 

 

イ）事務点検評価 

第１回 令和５年６月１日（木） 

事務事業点検評価シートについて 

 

第２回 令和５年７月７日（金） 

教育に関する事務の点検及び評価報告書（案）について 

 

Ⅲ 事務事業と持続可能な開発目標との関連 

  

ア） 持続可能な開発目標 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、平成 

27（2015）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標で、

17の目標が掲げられています。 

 

イ）事務事業との関連 

  教育委員会の事務局及びその他の教育機関等の事務については、ＳＤＧｓの視点

を取り入れ事業を実施しています。 
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Ⅳ 教育委員会の活動 

 

教育委員会は、地方自治体の教育に関する事務を行う行政委員会で、地方公共団体か

ら独立した機関として設置されており、教育長と委員が合議により基本方針を決定し、

その方針のもとに教育長が事務局を指揮監督しています。 

また、教育委員会では、地域の教育課題に応じて、教育に関する事務を管理・執行し、

教育に関する施策を推進しています。 

 

ア）教育委員会会議 

令和４年度における教育委員会の会議は、毎月１回の定例会と臨時会を５回開催

し、55 件の議案について審議を行いました。教育委員会会議は、原則公開としてお

り、会議録はホームページ等で開示しています。 

会議で審議された議案は、次のとおりです。 

 

 事  項 議案件数 

１ 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針 12 件 

２ 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃 ３件 

３ 教育委員会の所管に属する学校等の設置及び廃止 ０件 

４ 
教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校等の職員の任免

等の人事 
９件 

５ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 １件 

６ 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出 ５件 

７ 教科書その他の教材の採択 ２件 

８ 審査請求についての裁決 ０件 

９ 
重要な儀式的行事の基本方針及び教育委員会表彰の被表彰者の

決定 
２件 

10 請願の採否の決定 14 件 

11 その他 ７件 

 合  計 55 件 

 

イ）委員活動 

委員は、学校現場の実態や学校の運営状況等を把握するため、市内の小中学校へ学

校訪問を行いました。また、表彰式等に参列するとともに、愛日地方教育事務協議会

の会議へ出席しました。 
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Ⅴ 事務の点検及び評価の結果 

対象事務事業一覧 

〇 子育て・教育（政策分野３） 

 １ 良好な教育環境の整備（施策２） 

№ 基本的な方向性 事務事業 担当課 頁 

１ 学力と体力の向上を図るとと

もに、一人一台のタブレット

端末の活用を推進し、主体的・

対話的な学びを実現するほ

か、快適な学習環境の確保や

学校における体験の場の創出

を図り、子どもの豊かな心と

生きる力を育む学校教育を推

進し、未来の活力につなげま

す。 

小中学校環境改善 

教育総務課 

６ 

２ ＩＣＴを活用した教育の推進 ８ 

３ 創意と活力のある学校づくりの推進 

学校教育課 

10 

４ 教職員研修 12 

５ きめ細やかな教育対応 14 

６ 語学指導 16 

７ 幼保小連携推進 18 

８ 
家庭や地域とのつながりのな

かで、魅力ある学校づくりと

教育力の向上を図り、学びを

通じて、礼儀、思いやりや感謝

の心を育み、ふるさとに対す

る愛着と誇りにつなげます。 

学校と地域の連携推進 20 

９ 職場体験学習 22 

10 土曜チャレンジ・アップ教室 23 

11 放課後なかよし教室 24 

12 小学生交流学習 26 

13 ふれあい教育セミナー 文化・生涯学習課 27 

14 安全・安心な学校給食の充実

と食育を推進するほか、放課

後児童の居場所づくりなど、

学校や地域における子どもの

安全確保を図り、子どもの健

やかな成長を支えます。 

学校給食の充実 

学校給食課 

29 

15 
学校給食における食物アレルギー対応

の充実 
31 

16 学校給食を活用した食育の推進 33 

17 新調理場整備 36 

18 いじめの未然防止や早期発

見、不登校にさせない体制づ

くりを進めるとともに、特別

な支援を必要とする子どもに

対して、関係機関と連携し、子

どもと保護者が安心して生活

できる環境づくりを推進しま

す。 

いじめ対策 

学校教育課 

38 

19 いじめ相談 40 

20 子どもの健全育成支援 42 

21 教育や悩みごとに対する相談業務 44 

22 不登校対策 46 

23 教育支援体制の充実 49 

24 特別支援教育 51 
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〇 市民活動・共生・文化・スポーツ（政策分野４） 

  １ 文化・スポーツ・生涯学習の推進（施策３） 

№ 基本的な方向性 事務事業 担当課 頁 

25 
書道文化の振興や地域文

化財の保存と活用を図る

とともに、文化芸術に親し

む機会や場の充実と文化

芸術活動を担う人材の育

成を促進し、誰もが文化芸

術に親しむことができる

環境づくりを推進します。 

文化財の保護・調査 

文化財課 

53 

26 文化財の活用 55 

27 文化財ボランティアの育成 57 

28 郷土芸能保存 58 

29 

公民館、図書館などの施設

を活用した学びと交流の

機会や場の提供と参加し

やすい環境づくりを推進

するほか、学びの成果が地

域の活力や自らの心の豊

かさにつながるよう支援

し、市民の自発的な学びと

多様な交流を促進します。 

公民館等講座 

文化・生涯学習課 

60 

30 生涯学習推進 62 

31 読書啓発・障がい者図書サービス 図書館 65 

 

〇 環境（政策分野６） 

  １ 地球環境の保全と自然との共生（施策１） 

№ 基本的な方向性 事務事業 担当課 頁 

32 

豊かな自然を守り育てる

なかで、自然と親しむ機会

や場の充実を図るほか、希

少な動植物の保護・再生を

促進し、生息・生育環境の

保全を図るとともに、いつ

までも身近に自然を感じ

ることができる生活環境

の形成を推進します。 

野外教育センターの利用促進 
野外教育セ

ンター 
68 

 



6 

№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

１ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 教育総務課 

基本的な 

方向性 

１ 学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の

活用を推進し、主体的・対話的な学びを実現するほか、快適な学習

環境の確保や学校における体験の場の創出を図り、子どもの豊かな

心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげます。 

事 務 事 業 小中学校環境改善 

目的・事業

概要 

 

児童生徒の学習環境を整備するため、次の事業を実施する。  

⑴ 建物の長期利用及びバリアフリー化を目的に、鳥居松小学校において令和４

年度から３年間でリニューアル工事を実施する。 

⑵ 校舎の暑さ対策として、令和６年度までに中学校の耐用年数を経過した空調

機を更新する。また令和８年度までに小学校の授業で利用する頻度の高い特別

教室に空調機を設置し、併せて耐用年数を経過した空調機を更新する。 

⑶ 令和３年度から８年度までに小学校36校及び中学校15校の校舎・体育館の

照明器具をＬＥＤ照明器具に更新する。 

⑷ けがのリスクが少なく、子どもたちが思い切り体を動かすことができる芝生 

広場を整備し、地域住民の協力を得て芝生の管理を行うことにより、地域に愛

され、地域とともにある学校をめざす。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

⑴ 校舎等リニューアル事業 予算額（当初・逓次繰越）449,830千円 

  鳥居松小学校体育館の工事を完了した。 

  味美小学校、篠木小学校及び東部中学校の基本設計を完了した。 

⑵ 中学校登校支援室等空調機設置工事 予算額（９月補正）193,000千円 

中学校５校の耐用年数を経過した空調機更新及び登校支援室への空調機設置

を完了した。 

⑶ 中学校校舎ＬＥＤ照明整備 当初予算額 14,000千円 

               債務負担行為R５～14 226,000千円 

  東部中学校を除く全中学校の校舎ＬＥＤ照明整備を完了した。 

⑷ 小学校校庭芝生化事業 当初予算額 5,567千円 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

設置校 神屋小 東野小 ３年度へ順延 山王小 北城小 

 (平成21年度から篠木小始め13校整備完了) 

取組の成果 

(進捗状況) 

登校支援室の暑さ対策及び校舎の照明器具をＬＥＤに取替えたことにより、安

全で快適な教育環境が整えられ、児童生徒の学習環境が向上した。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 小学校リニューアル工事 １校 

⑵ 小中学校リニューアル工事実施設計 ３校 

⑶ 小中学校リニューアル工事基本設計 ２校 

⑷ 小学校校舎ＬＥＤ照明整備 33校 

課題・今後

の 方 向 性 

⑴ 校舎等の長寿命化 

老朽化が進む学校施設の適正な機能の確保が課題となっている。リニューア

ル事業として、市公共施設個別施設計画に基づき小中学校の大規模改修を順次

実施する。 
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 ⑵ 暑さ対策 

近年は、記録的な猛暑が発生するなど、暑さ対策が課題となっている。令和

６年度から３年間で小学校の耐用年数を経過した空調機更新にあわせて、授業

で利用する頻度の高い特別教室への空調機設置を進める。 

⑶ 小中学校プールの今後のあり方検討 

今後の学校プールのあり方について、維持管理費や公営及び民間プールの活

用など総合的に比較検討を行い、学校プール維持管理費の抑制並びに児童生徒

の教育環境の向上を図る。 

⑷ 芝生広場の整備 

今後は学校側の希望がないこと及び教職員の働き方改革や負担軽減を考慮

し、新たな学校での整備を行わないものとし、現状の芝生広場の維持管理に努

める。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

２ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 教育総務課 

基本的な 

方向性 

１ 学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の 

活用を推進し、主体的・対話的な学びを実現するほか、快適な学習 

環境の確保や学校における体験の場の創出を図り、子どもの豊かな 

心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげます。 

事 務 事 業 ＩＣＴを活用した教育の推進 

目的・事業

概要 

 

日常生活の様々な場面でＩＣＴの活用が浸透している中で、子どもたちが社会

で生きていくために必要な資質・能力を育む。 

ＩＣＴ教育環境整備として、全小中学校に高速大容量通信に対応したネットワ

ーク設備を整備する。 

学校の生活や学習において、日常的にＩＣＴを活用できる環境を整備していく

とともにＩＣＴを活用して、自ら学ぶことができるように資質・能力の育成を行

う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

⑴ 教員用端末の整備 令和３年度補正予算額（翌年度繰越） 18,551千円 

  ＧＩＧＡスクール構想を実現し、個別最適な学びを実現するためには、教員

にも１人１台端末が必要であることから、国の補助金でＩＣＴを活用した教育

をさらに推進し、必要な授業環境を高度化するために、教員用端末を369台整備

した。（小学校168台、中学校201台） 

⑵ 家庭学習のための通信回線整備  当初予算額 7,419千円 

新型コロナウイルスの感染拡大や自然災害の発生等による学校の臨時休業等

の緊急時においても、ＩＣＴの活用により子どもたちが家庭にいても学習を継

続できる環境を整備し、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整えられない家庭においても家庭学

習が可能となるインターネット通信環境を提供するため、引き続き児童生徒に

貸出し可能なモバイルＷｉ－Ｆｉルーター500回線分の回線契約をした。 

⑶ ＩＣＴを有効活用した分かりやすい授業の実施 

各学校では全ての児童生徒の学力保障を目指し、学習規律の徹底とＩＣＴの

有効活用を中心とした分かりやすい授業の実施を継続した。さらに、整備され

たタブレットＰＣとクラウドを活用した授業実践を推進校を中心に積み重ねる

とともに、推進校での授業公開を実施し、市内への展開を進めた。 

⑷ 次世代を担う児童生徒の資質・能力の向上及び教員の負担軽減を図るため、

引き続き各小中学校にＩＣＴ支援員を派遣し、ＩＣＴを活用した授業改善、機

器の設置準備等の授業サポートを行った（５校あたり１人、年50回派遣）。 

⑸ 児童生徒それぞれの学力に応じて問題を選択することが可能なＡＩ（人工

知能）型学習教材キュビナを導入した。 

⑹ ＩＣＴを有効活用して、児童生徒に関する情報をクラウド上で教員相互間で

同時に共有することにより、きめ細やかな個別の学習支援や生徒指導を行える

環境を整備した。 

 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 児童生徒と同じタブレットＰＣを教員にも整備したことにより、端末の操作

方法等について教員が児童生徒に教えやすくなり、授業環境の充実を図ること

ができた。 
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⑵ 授業等におけるタブレットＰＣとクラウドの日常的な活用が進み、社会のま

とめ・発表などの授業を通して、子どもたちが主体的に情報を収集し、整理する

能力等が向上した。また、理科の実験や星座の観察、算数の図形等を多角的に映

像で見せることにより理解がしやすくなり、知識の定着と効率的な学習が可能

になった。このようなことから、従来の教師主導の授業から、児童生徒主体の複

線型の授業への変化が始まっている。さらに、10月末に開催したＪＡＥＴ全国

大会では、全国からの多くの参加者にこのような授業を公開することができ、

本市の実践状況を発信することができた。 

⑶ 学年に応じたタブレットＰＣの持ち帰りを学校ごとに実施し、家庭での調べ

学習やＡＩ型学習教材の活用などで端末の活用が進んだ。 

⑷ ＩＣＴを活用した授業について、研修等を通じ教員同士で意見交換をし、相

互理解を深めた。さらに、この環境を校務でも活用することで、校務の効率化が

進んだ。 

⑸ 小中学校児童生徒を対象としたアンケート調査で、タブレットＰＣとクラウ

ドを活用する前と比べて、授業が楽しくなったと感じる児童生徒が７割以上、

自分のペースで学習を進められるようになったと感じる児童生徒が概ね７割と

なった。 

５年度の主

な実施予定 

 

⑴ 各小中学校にＩＣＴ支援員派遣を継続して行い、ＩＣＴを活用した授業改善、

機器の設置準備等の教員への授業サポートを行う。 

⑵ ＩＣＴ教育を積極的に活用できるような機器の更新及び見直しを行う。 

⑶ 高いセキュリティかつ災害や熱及び停電対策に優れた環境でセンターサーバ

ー機器を管理するため、外部のデーターセンターに移設する。 

⑷ 引き続き、推進校（文科省指定研究開発学校、リーディングＤＸスクー 

ル等）での授業実践を進めるとともに、その成果を市内への水平展開に向けて

進める。 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 端末の有効活用と教員のＩＣＴ活用指導力、児童生徒の情報活用能力の向上 

タブレットＰＣとクラウドを有効活用した授業について、学校間の格差を生

じさせないようにするためには、教員のＩＣＴ活用指導力を高めるとともに、

児童生徒の情報活用能力を段階的に育成していくことが必要である。継続して

情報活用能力育成に関する研修や教員がＩＣＴを無理なく活用できる方法等を 

推進校や情報機器検討委員会等において検討し、市内全校へ水平展開をし 

ていく。 

⑵ ネットワーク環境の整備 

児童生徒がネットワークの特性を理解し、学校と家庭が端末を扱う際のルー

ル（情報リテラシー）を共有するとともに、貸与されたタブレットＰＣを 

安全、安心して活用できる環境をさらに整備していく。 

⑶ デジタル教科書の導入 

  デジタル教科書の導入について、国から出される情報を注視しながら研究し

ていく。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

３ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 
方向性 

１ 学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の

活用を推進し、主体的・対話的な学びを実現するほか、快適な学習

環境の確保や学校における体験の場の創出を図り、子どもの豊かな

心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげます。 

事 務 事 業 創意と活力のある学校づくりの推進 

目的・事業 

概要 

 

 

⑴ 地域に誇れる特色ある学校づくりと児童生徒の豊かな心を育み、体力と健康

の向上をめざす教育を推進することを目的として、創意と活力のある学校づく

りを推進する。 

⑵ 「書のまち春日井」の特色ある教育として新設された書道科において、低学

年は毛筆に親しむことで、書くことへの興味関心を高め、中・高学年は、国語

科で行われていた書写を発展させて、年間を通した計画的な書道指導を行うこ

とにより、日本の伝統文化や芸術である書道を核として、表現力の向上や豊か

な人間性を育む。 

⑶ 既存の部活動を、子どもたちが将来にわたって、スポーツ・文化活動に親し

む場を確保しつつ、教員の負担軽減を図る活動にモデルチェンジするために、

まずは休日の部活動を、学校管理下の部活動から地域等主体の地域クラブ活動

に移行する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 51,176千円 

⑴ 創意と活力のある学校づくり推進事業（平成19年度開始） 

平成23年度から事業提案型選定方法（プロポーザル審査）により実施校を決

定している。各学校は、児童生徒の実態や地域の特性を生かし、地域に誇れる

学校づくりのために、地域連携・キャリア教育・道徳教育・英語活動・食育・

体力向上・環境教育・授業改善・ソーシャルスキルの向上・情報活用能力の育

成等に取り組んだ。 

⑵ 書道科（平成23年度、２校が教育課程の特例校の指定を受け開始） 

平成28年度から実施校を市内小学校（37校）に拡大。外部指導者(市内の書

道家)を招へいする等、児童がより幅広く豊かな視点から書道を学ぶ機会を設け

た。 

⑶ 部活動指導  

部活動の過熱化を防止する活動時間の上限規制等を定めた「小・中学校部活

動ガイドライン」に基づいた適切な運営を実施するとともに、部活動指導員の

活用による教職員の負担軽減に取り組んだ。また、中学校における休日部活動

の地域移行について、部活動検討会議で方針を定めた。 

 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

創意と活力のある学校づ

くり推進事業実施校数 
28校 24校 24校 26校 24校 

部活動専門講師 

（令和元年度からは部活
動指導員） 

150人 144人 151人 154人 156人 
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取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 創意と活力のある学校づくり推進事業 

令和４年度から出川小学校と高森台中学校が国から教育研究開発事業の委託

を受ける等、特色ある学校づくりが進んでいる。 

⑵ 書道科 

外部講師による指導や助言、研修を実施し、小学校低学年から書に親しみ、 

各学年の発達段階に応じた取組を進めることができた。また、取り組みの広が

りにより、「書のまち」の意識が高まった。 

⑶ 部活動指導 

部活動指導員の活用により、子どもたちは、専門的な指導を受けることがで

き、部活動指導員が部活動の運営を担った時には、部活動指導を担う教員の在

校等時間が80時間を超えることが少なくなった。また、主任部活動指導員と休

日部活動指導員を任用し、平日、休日いずれも部活動指導を担ってもらうこと

で、教員の負担軽減につながった。さらに、部活動の地域移行の方針決定を受

け、移行スケジュールが作成された。 

５年度の主 

な実施予定 

⑴ 創意と活力のある学校づくり推進事業 

地域連携・キャリア教育・食育・体力向上・授業改善・学級経営・部活動・

ソーシャルスキルの向上・情報活用能力の育成等に関し、事業提案型選定方法

（プロポーザル審査）により、小学校18校、中学校８校の事業実施を予定して

いる。 

⑵ 書道科 

市内小学校（37校）において、外部指導者(市内の書道家)を招へいし、児童

がより幅広く豊かな視点から書道を学ぶ機会を設ける。 

⑶ 部活動指導 

主任部活動指導員及び休日部活動指導員を引き続き活用し、教員の負担軽減

を図る。さらに、部活動の地域移行スケジュールに従い、まずは休日の部活動

について、令和５年度夏の大会後、学校管理下の部活動から市教育委員会管理

下の地域クラブ活動へ移行する。 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 創意と活力のある学校づくり推進事業 

提案事業による特色ある学校づくりを各校で進めるとともに、その効果が本

市の教育水準の向上に寄与する事業については、効果を検証しつつ他校への水

平展開がより進むよう検討する。 

⑵ 書道科 

外部指導者への研修等により、指導内容の平準化を図る。 

⑶ 部活動指導 

市教育委員会管理下の休日の地域クラブ活動について、５年間程度の時間を

かけて、地域等主体の地域クラブ活動の発掘・育成等の環境整備を図り、地域

等主体の地域クラブ活動に移行する。平日の部活動の在り方については、引き

続き検討していく。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

４ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

１ 学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の

活用を推進し、主体的・対話的な学びを実現するほか、快適な学習

環境の確保や学校における体験の場の創出を図り、子どもの豊かな

心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげます。 

事 務 事 業 教職員研修 

目的・事業

概要 

 

学習指導や生徒指導等専門職としての知識や技能を活用した「指導力」、教職員

や保護者、地域社会等と連携協働することのできる「マネジメント力」、教職員生

活全体を通じて「自主的に学び続ける力」、といった総合的な人間力を高めるため

に教職員研修を実施し、教師としての資質向上と学校教育の充実を図る。教職員

研修として、各学校が毎年、実情に合わせて研究方針及び研究課題を設けて行う

現職教育研修と、教育委員会主催の研修を実施する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 11,445千円 

⑴ 現職教育研修 

次の内容の研修を実施した。また、これ以外にも教務主任研究部会等での情

報共有や、中学校区での合同研修を実施した。 

ア 学年・学級の指導計画の作成 

イ 授業の基本的な流れの確立 

ウ 資料の整備と充実 

エ 資料分析の手法の共有 

オ 児童生徒の意欲や意見を大切にした体験活動・実践活動の工夫 

⑵ 教育委員会主催の研修 

次の内容の研修を実施した。各研修内容については、必要に応じて見直し、

小学校英語指導やプログラミング教育等の内容も積極的に取り入れた。教員の

スキル向上と平準化を図り、また、ＩＣＴを有効活用したわかりやすい授業や

クラウドを活用した授業実施を推進するため、校長、教頭、教務主任、校務主

任、養護教諭、初任者を対象にそれぞれ年１回研修を実施し、その他夏期研修

を19講座開設した。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部の

研修を実施方法の見直しによりオンライン又は書面により行った。 

ア 教科等指導・生徒指導研修 

イ 専門研修・課題研修 

ウ 職務研修（新任校長、教頭、教務主任、校務主任、養護教諭、事務職員） 

エ 経験者研修（初任者、１年、２年、５年、10年） 

オ 社会科副読本作成・理科学習資料作成等 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 現職教育研修 

各学校の実情に合わせた研修により、学校経営方針及び研究課題が職員に浸

透した。また、各学校の研修推進者である教務主任が、教務主任研究部会等を

通して各学校の現職研修について情報共有するとともに、授業改善の取組や小

中連携推進のため、中学校区で合同現職研修を実施するなど、現職教育研修の

平準化を図った。 
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⑵ 教育委員会主催の研修 

経験別及び職務別の研修で必要な能力を確認し、外部講師による研修や他校

教員との交流により、新たな視点や知識を得て児童生徒の指導に役立てること

ができた。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 現職教育研修 

次の内容の研修を実施する。また、教務主任研究部会等での情報共有や、中

学校区での合同研修を実施する。 

ア 学年・学級の指導計画の作成 

イ 授業の基本的な流れの確立 

ウ 資料の整備と充実 

エ 資料分析の手法の共有 

オ 児童生徒の意欲や意見を大切にした体験活動・実践活動の工夫 

⑵ 教育委員会主催の研修 

次の内容の研修を実施する。なお、各研修内容については、必要に応じて見

直し、小学校英語指導やプログラミング教育等の内容も積極的に取り入れる。 

また、教頭、教務主任、学校推薦者及び初任者に対し、夏期研修で、ＩＣＴ

やクラウド活用に関する研修を実施する。 

ア 教科等指導・生徒指導研修 

イ 専門研修及び課題研修 

ウ 職務研修（新任校長、教頭、教務主任、校務主任、養護教諭、事務職員） 

エ 経験者研修（初任者、１年、２年、５年、10年） 

オ 社会科副読本作成・理科学習資料作成等 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 現職教育研修 

学習指導要領の実施から得た課題に対応した授業改善を始め、子どもの実態

に即した校内研修を実施し、教員の授業力向上を図る。 

⑵ 教育委員会主催の研修 

毎年度多数の新規採用があり、経験の浅い教員の力量向上を図る必要がある

ため、教職員の力量向上のために創意工夫を重ね、効果の大きい研修を計画・

実施する。 

また、働き方改革を推進していく中で、教育の質の維持、向上を図る必要が

ある。管理職は行事の精選、ＩＣＴやクラウドを活用した業務の効率化、教職

員の意識改革等、業務改善が必要であるため、教育委員会として管理職に 

 指導、助言を行う。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

５ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

１ 学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の

活用を推進し、主体的・対話的な学びを実現するほか、快適な学習

環境の確保や学校における体験の場の創出を図り、子どもの豊かな

心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげます。 

事 務 事 業 きめ細やかな教育対応 

目的・事業

概要 

 

教科指導講師、学習支援講師、学校生活支援員を配置し、個々の児童生徒に対す

るきめ細やかな指導や支援を行い、学力向上を図る。また、心身の健全育成を目的

として、大規模校における健康相談の充実を図るため養護担当講師（教員免許有）

を配置する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 150,122千円 

⑴ チーム・ティーチング 

計画的な授業の進捗や学力向上のために、少人数指導が必要な学級やクラス

に教科指導講師や学習支援講師を配置し、きめ細やかな個別の学習支援を行っ

た。 

⑵ 学年やクラスの状況は様々なことから、学校経営にとって少人数指導と特別

支援教育支援のどちらでの対応が適しているかを、個別のケースに応じて判断

し、状況に応じて教科指導講師、学習支援講師、学校生活支援員を柔軟に配置

した。 

⑶ 養護教諭支援 

県の加配が得られない、700人以上の大規模校において１人の養護教諭では 

対応が困難なため、引き続き２人態勢とした。 

⑷ ＩＣＴの有効活用 

  児童生徒に関する教員相互の情報共有を、クラウド上のファイルで実施する

等ＩＣＴを有効活用し、教員がきめ細やかな対応が出来る環境を整備した。 

※１ 教科指導講師等は、教科指導講師、学習支援講師、養護教諭の総称。 

※２ 令和２年度からは、前年度までの特別支援教育支援員及び特別支援教育

介助員をあわせて、学校生活支援員とした。 

 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

教科指導講師等 

配置数  ※１ 
76人 76人 112人 117人 128人 

学校生活支援員 

配置数  ※２ 

（令和元年度まで

は特別支援教育

支援員） 

30人 37人 78人 86人 90人 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 学習に苦手意識を持っている児童生徒への個別の対応やきめ細やかな指導を

行うことが可能となり、学習に前向きに取り組むようになる等の成果が認めら

れた。 
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⑵ 複数の教員が連携して学級運営に取り組めるようになり、十分な目配りや細

やかな指導を行うことが可能となったほか、円滑な学級運営を図ることができ

た。  

⑶ 複数の養護教諭で保健室運営に取り組むことで、タイムリーな健康相談が可

能となり、児童生徒の心の安定を図ることができた。 

⑷ ＩＣＴを有効活用した児童生徒に関する教員相互の情報共有を進めた結課、 

チーム対応や、教員のきめ細やかな対応が進んだ。 

 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 各小学校で、高学年を担当する教員等の状況により、英語を中心とした複数

教科で教科担任制を導入し、タブレットＰＣの活用と組み合わせ、分かりやす

い授業を実施することで、興味や関心を高め、主体的・対話的・深い学びの実

現を推進する。 

⑵ 教科指導講師、学習支援講師、学校生活支援員の配置について、学校の状況

に合わせた最適な人数が配置できるよう、運用を研究していく。 

⑶ 養護教諭支援として、引き続き大規模校における２人態勢を継続する。 

⑷ 児童生徒に関する教員相互の情報共有を進め、チーム対応や教員のきめ細や

かな対応を促進するべく、更なるＩＣＴの活用に取り組む。 

課題・今後 

の 方 向 性 

令和２年度から段階的に実施してきた小学校高学年での教科担任制の全校実施

や、タブレットＰＣの活用推進等、個別最適で協働的な学びの実現に向けて研究 

していく。 

また、社会の変化が大きく、予測困難な時代を生きる子どもたちは、義務教育

修了後も学びを必要とする場面が多くあることが想定される。国の教育研究開発

事業の委託を受け、生涯にわたる、自分に合った効果的な学びの基盤となる情報

活用能力と課題であるモラルの育成を系統的に行う「情報の時間」のカリキュラ

ム創設を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

６ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

１ 学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の

活用を推進し、主体的・対話的な学びを実現するほか、快適な学習

環境の確保や学校における体験の場の創出を図り、子どもの豊かな

心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげます。 

事 務 事 業 語学指導 

目的･事業 

概要 

 

⑴ 日本語が理解できない外国籍児童生徒及び帰国子女に、適切な指導を行い、 

学校への適応を進めるため、日本語教育の指導ができる講師を派遣する。 

⑵ 「言語や文化に対する体験的な理解」「積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度の育成」「外国語の音声や基本的な表現への慣れ親しみ」を図り外国

文化に対する理解を深め、国際理解の力を高めるため、外国語指導助手（ＡＬ 

Ｔ）を各小中学校に配置する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 71,809千円 

⑴ 日本語教育講師（７名）を小中学校に配置し、また、愛知教育大学が作成した

「小学校ガイドブック」「中学校ガイドブック」を必要に応じて配布し、適切な

日本語の指導を始め学校生活への適応を支援した。 

派遣回数 原則として週１回、連続する２時間（２年間が上限） 

※ 指導校数及び対象児童数は県費講師１名の指導分を含む。 

また、日本語教育講師連絡会を行い、指導状況や指導法について情報交換

を行った。 

⑵ 外国語指導助手（13 名）を小中学校 13 ブロックに分けて配置した。また、 

 ＡＬＴの活用方法として、教職員に対する研修を実施したほか、土曜チャレンジ・

アップ教室及びサマー・スクールかすがいにおいてレクリエーションを実施し

た。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

小学校指導校数 

(対象児童数) 

28校 

(85人) 

27校 

(67人) 

25校 

(70人) 

25校 

(63人) 

24校 

(80人) 

中学校指導校数 

(対象生徒数) 

10校 

(22人) 

10校 

(21人) 

14校 

(28人) 

12校 

(27人) 

９校 

(22人) 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 日本語教育が必要な児童生徒に、日本語教育講師を派遣して指導を行うことに

より、言語だけでなく、文化的な背景の違いによる学校生活の困難を解消できた。

県費の語学指導員を、必要に応じて保護者懇談会に同席させることで、外国籍生

徒の進路指導を円滑に進める一助となった。また、日本語教育講師が対応できな

い、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語以外の言語を母語とする者には、

多言語翻訳機の貸し出しを行い、学校生活の困難を解消できた。 

⑵ 外国語指導助手を各校に配置して、教員と協同で授業することにより、小学生

は、積極的に英語を使うようになり、中学生は、正確な聞き取りや発音の習得が

できるようになった。 
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５年度の主 

な実施予定 

⑴ 日本語教育講師（７名）を小中学校に配置し、また、愛知教育大学が作成した

「小学校ガイドブック」「中学校ガイドブック」を必要に応じて配布し、適切な

日本語の指導を始め学校生活への適応を支援する。 

⑵ 英語専科の教科指導講師の増員により、外国語指導助手の適切な配置を再考し

小学校10ブロック及び中学校３ブロックに分けて13名を配置する。また、ＡＬ

Ｔの活用方法として、教職員に対する研修を実施するほか、土曜チャレンジ・ア

ップ教室等授業外における活動にも活用していく。 

 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 日本語の話せない外国人の児童生徒の学校適応を進め、共生社会の一員として

必要となる日本語能力を身につけるため、「日本語教育適応学級」や「特別な教

育課程」を含めた日本語教育のあり方を引き続き研究する。 

⑵ 小学校の英語教育を推進する中で、外国語指導助手の必要性や派遣要望の高ま

りを受け、派遣契約のあり方を見直したため、今後もその人材活用を含めた運営

形態を検証していく必要がある。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

７ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

１ 学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の

活用を推進し、主体的・対話的な学びを実現するほか、快適な学習

環境の確保や学校における体験の場の創出を図り、子どもの豊かな

心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげます。 

事 務 事 業 幼保小連携推進 

目的・事業 

概要 

 

幼稚園・保育園及び小学校の教員・保育士等が幼保小の連携に関する意見交換を

行い、円滑な連携のための交流を深め、「小１プロブレム」防止等の具体的な連携

方策を検討する。 

 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 424千円 

⑴ 春日井市幼保小連携推進会議を開催し、幼稚園、保育園、小学校が、それぞれ

意見交換のテーマを持ち寄り、架け橋期における対応や、インクルーシブ教育な

どについて考え方を共有した。 

⑵ 保護者に対して入学説明会を実施した。 

⑶ 地域の幼稚園児や保育園児を学校行事や学校見学に招待した。 

⑷ 小学校スタートブックの改訂を行い、配付した。 

⑸ 幼稚園、保育園、小学校がより連携を深めるための取組として、連携窓口担当

者会議を開催し、情報交換を行った。 

⑹ 交流等を行う日程調整が円滑に行えるよう、小学校各校の主要行事の日程一覧

表を作成し、幼稚園、保育園に配付した。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 幼稚園、保育園、小学校が、相互の取組について情報を共有することができた。

また、それぞれの実情を知る機会とするとともに、相互に期待することなどにつ

いて意見交換でき、互いの理解を深めることができた。 

⑵ 入学に向けて準備すべきこと、校内の様子を確認してもらうことで、保護者の

不安解消につなげた。 

⑶ 幼稚園児・保育園児に学校行事を直接見てもらうことができ、学校の楽しさを

伝えることができた。 

⑷ 小学校スタートブックを配付することで、幼児と保護者の不安軽減だけでな

く、小学校入学への期待感につなげることができた。 

⑸ 連携窓口担当者会議の開催により、担当者同士の顔が見える関係が構築され

た。 

⑹ 小学校各校の主要行事の日程一覧表を配付したことで、交流等の日程調整が円

滑に進んだ。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 幼保小連携推進会議を開催し、架け橋期における連携について意見交換を行

う。 

⑵ 保護者に対して入学説明会を実施する。 

⑶ 幼稚園児・保育園児を学校行事に招待する。 

⑷ 小学校スタートブック（令和５年度版）を作成し、配付する。 

⑸ 幼稚園、保育園、小学校が、より連携を深めるための取組として、連携窓口担  

当者会議を開催し、情報交換を行う。 
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⑹ 幼保小連携推進会議において意見交換、共有された情報を広く他の幼稚園、保

育園、小学校とも共有するための方法を検討し、実施する。 

⑺ 幼保小連携に関わる教員・保育士等の日々の業務に資するべく、その課題に係

る専門家による講演会等を企画実施する。 

課題・今後 

の 方 向 性 

⒧ 幼稚園、保育園、小学校の担当者の連携を深めるため、連携窓口担当者会議を

今後も開催し、さらなる情報交換ときめ細やかな連携につなげる。 

⑵ 連携した取組内容とその効果についてまとめた事例集を作成し、各幼稚園、保

育園、小学校で情報共有することで、効果的な取組の水平展開を図る。 

⑶ 幼保小連携推進会議において意見交換、共有された内容を、広く他の幼稚園、

保育園、小学校と共有する。 

⑷ 小学校スタートブックの内容更新を継続するとともに、効果的な活用方法を研

究する。 

⑸ ＩＣＴを活用したオンライン開催等多様な連携方法について調査研究する。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

８ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

２ 家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力

の向上を図り、学びを通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、

ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。 

事 務 事 業 学校と地域の連携推進 

目的・事業 

概要 

 

⑴ 開かれた学校づくりを一層進めるため、保護者や地域住民の意向を把握し、学

校に反映させ、その協力を得るとともに、学校運営の状況を広く周知し、学校の

説明責任を果たす。 

⑵ 子どもたちの「生きる力」を地域全体で育むため、学校、家庭及び地域住民が

それぞれの役割と責任を自覚するとともに相互の連携及び協力を推進する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 7,933千円 

⑴ 学校評議員（各学校３～５人の計215人） 

小中学校に、学校評議員を委嘱して、各学期１回の学校評議員会議を開催する

とともに、年３回程度の意見聴取を行った。 

⑵ 学校と地域の連携推進 

 ア 藤山台中学校区 

藤山台中学校区内の学校が地域と協働して連携を高め、さらには、「まち育

て」に貢献することを目的として、平成28年に藤山台中学校区学校地域連携協

議会を設置した。また、協議会の自立を促進するために、学校と地域の連携を

推進する事業の実施を引き続き委託した。 

(ア) 学校支援活動の調整役として、小中学校長が推薦した地域住民４人を地

域学校協働活動推進員（うち地域コーディネーター３人）に、令和３年４月

委嘱。 

(イ)  令和４年度は10回開催 

イ 石尾台小学校区 

  石尾台小学校が地域と協働して連携を深め、さらには地域の活性化に繋がっ

ていくことを目的として、令和４年１月に石尾台小学校区学校地域連携協議会

を設置した。 

(ア) 学校支援活動の調整役として、小学校長が推薦した地域住民２人を地域

学校協働活動推進員（うち地域コーディネーター１名）に令和４年４月委

嘱。 

(イ) 令和４年度は10回開催 

ウ 他の小学校区 

藤山台中学校区と石尾台小学校区の取組を、他の小学校区で水平展開を進め

るため、まずは他の小学校区での地域コーディネーターの委嘱を進めた。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 学校評議員 

ア 地域に生きる子どもたちに対して、学校・家庭・地域との協働・連携につい

て話合いを深めた。また、学校の取組に関する自己評価結果を基に、学校運営
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上の改善事項について意見をいただくなど、学校としての説明責任と改善に役

立てることができた。 

イ 学校が抱える問題を共有し、学校運営に対する地域住民の理解や協力を得る

ことができた。 

ウ あいさつ運動や安全安心マップ作成など、保護者、地域住民の意向を把握し、

学校運営に反映できた。 

⑵ 学校と地域の連携推進 

ア 学校と地域の相互理解を深め、地域とともに子どもの確かな学力と豊かな心

を育む環境づくりのモデルとして設置した藤山台中学校区学校地域連携協議

会では、コロナ禍にも関わらず、学校の要望を受けて、地域が組織的かつ主体

的に、学校内除菌作業や登校時の見守り活動や花壇整備等の学校環境整備を継

続して行い、また中学生が地域活動にボランティアとして参画することもでき

たので、地域全体で連携する機会が増え、認知度が向上し支援者が増えた。 

イ 平成30年度に開始した事業委託が５年目となり、藤山台中学校区学校地域連

携協議会の、事業実施及び予算執行に活発な議論が生まれる等、自立性がより

向上した。 

ウ 石尾台小学校に、市内で２番目の学校地域連携協議会が発足し、今後の活動

内容について活発な議論が行われたことで、地域とともに子どもの確かな学力

と豊かな心を育む環境づくりのための方向性や目標を、多くの地域住民等で共

有することができた。 

エ 新たに、勝川小、春日井小、篠木小、牛山小、松原小、中央台小、岩成台西

小、松山小、神屋小の９校において地域コーディネーターを委嘱した。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 学校評議員 

小中学校に学校評議員を設置し、各学期１回の学校評議員会議を開催するとと

もに、年３回程度の意見聴取を行う。 

⑵ 学校と地域の連携推進 

ア 藤山台中学校区及び石尾台小学校区学校地域連携協議会の発展・強化に関す

る検討 

 イ 新たに小学校10校で地域コーディネーターの委嘱を目指す 

 ウ 学校運営協議会及び地域学校協働本部の設置に関する調査研究・検討 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 学校評議員 

子どもの健やかな心身を育むため、新学習指導要領や春日井市教育大綱等で推

進している学校・家庭・地域の連携を実施していく。 

⑵ 学校と地域の連携推進 

地域コーディネーターを段階的に全小学校で委嘱し、また、学校地域連携協議

会設置校での、コミュニティスクール化について実施の有無を含めて再検討す

る。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

９ 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

２ 家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力

の向上を図り、学びを通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、

ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。 

事 務 事 業 職場体験学習 

目的・事業 

概要 

 

子どもたちが将来の生き方について真剣に考え、働くことへの意欲が向上すると

ともに、社会的・職業的自立に必要な能力や態度を育成するために、段階的なキャ

リア教育と、その中心として職場体験学習を実施する。 

 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 541千円 

⒧ 「魅力あるあいちキャリアプロジェクト キャリアスクールプロジェクト」と

して、生徒が職業の魅力を感じ、望ましい勤労観や職業観を醸成できるように中

学校１年生から３年生までの系統的なキャリア教育を実施した。なお、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から、職場体験学習は多くの学校が中止した。 

⑵ 各中学校で、１年生から３年生まで系統立てて職業について働く意義や、将来

の夢などについて学習する機会を設定してきた。 
 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

事業所数 696 707 中止 中止 ３ 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 働く人の話を聞くことで職業に対する知識を深めるとともに、働くことにつ

いての視野を広げることに役立った。また、働くことについての意義を考える機

会となり仕事の厳しさとともに、喜びや楽しさを感じさせることができた。 

⑵ 将来の職業選択を漠然と捉えていた生徒が多かったが、職業調べや職業人に

よる講話会を行うことで職業についての関心や自分の将来について、また、自分

の適性について真剣に考える姿が見られるようになった。 

⑶ オンラインを用いた講演会やＩＣＴを用いた振り返り活動や報告会など新し

い形を取り入れることでキャリア教育の可能性が広がり、生徒たちの情報活用ス

キルを向上させることにもつながった。 

５年度の主

な実施予定 

「魅力あるあいちキャリアプロジェクト キャリアスクールプロジェクト」とし 

て、生徒が職業の魅力を感じ、望ましい勤労観や職業観を醸成できるように、職場

体験学習を核とした中学校１年生から３年生までの系統的なキャリア教育を実施

する。また、体験機会の拡大を図るとともに、補足学習として、疑似体験も含めた

オンラインによる疑似体験学習についても検討の上、実施する。 

課題・今後 

の 方 向 性 

本事業は、愛知県委託事業の「キャリアスクールプロジェクト」として実施して

おり、職場体験学習を含めた活動が指示されている。一方、職場体験先の業種の片

寄り、準備に伴う教員の負担など課題も多い。そこで、オンライン開催や事業の従

業者から直接話を聞く機会を設けるなど、より多くの機会が、多様な業種で提供で

きるとともに、教員の負担軽減に資する活動の在り方を検討する。また、中学校卒

業後の進路指導への職場体験の活かし方を研究し続ける。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

10 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

２ 家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力

の向上を図り、学びを通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、

ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。 

事 務 事 業 土曜チャレンジ・アップ教室 

目的・事業 

概要 

 

土曜日の休日化に伴い、土曜日を有意義に活用できなくなった子どもたちの自主

性を高め、幅広い成長を促すとともに可能性を広げるために、地域の多様な経験や

技能を持つ人材・大学・企業等の協力により、子どもたちにとってより豊かで有意

義な経験が得られるよう、土曜日を有効に活用した多様な活動を実施する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 985千円 

⒧ 令和４年度実施概要 

ア 実施校 勝川小、春日井小、鳥居松小、八幡小、玉川小、藤山台小、松原小、 

松山小、上条小、東野小、北城小、丸田小 

イ 実施回数 51回（12校合計） 

ウ 参加者数 639名 

⑵ 講師は、中部大学ボランティア、ＡＬＴ、ＮＰＯ法人等幅広く協力を得た。 

⑶ 科学実験、ＣＡＮ缶アートを各校で実施した。 

⑷ 引き続き、感染症対策として、消毒・検温・換気を行った上で実施。 

 項 目 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  

 参加人数 1,406人 81人 463人 639人  

 

取組の成果 

(進捗状況) 

引き続き、コロナ禍で実施するための工夫をこらしながら、実験や工作など普段

の学校の授業ではできない体験活動や、講師等との触れ合いや交流を通して子ども

たちの幅広い成長が促された。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 実施予定校（11校） 

勝川小、春日井小、鳥居松小、八幡小、玉川小、藤山台小、松原小、松山小、

東野小、北城小、丸田小 

⑵ 実施回数 41回 

⑶ 実施内容 科学教室、英語であそぼう、ＣＡＮ缶アート等 

課題・今後 

の 方 向 性 

中部大学の学生ボランティアの協力を得ながら継続するとともに、新たな担い手

となりうる地域団体等の発掘、連携に努め、引き続き希望する小学校で実施できる

体制維持に努める。 

なお、各家庭、地域などが、自立的に子どもたちに有意義な土曜日を提供できる

状況になれば、事業継続の有無を検討する。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

11 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

２ 家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力

の向上を図り、学びを通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、

ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。 

事 務 事 業 放課後なかよし教室 

目的・事業 

概要 

 

全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことがで

きるよう、小学校の余裕教室、運動場その他の施設を活用し、児童の学習、スポー

ツ、文化活動等を行う場所及び機会を提供する。また、夏休み期間中の子どもの居

場所として、放課後なかよし教室の仕組みを活用したサマー・スクールかすがいを

実施する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 12,191千円 

１ 放課後なかよし教室 

⑴ 会   場 36小学校 

⑵ 定   員 なし 

⑶ 対 象 児 童 当該校に在籍している全児童（事前登録が必要） 

⑷ 開 設 日 時 月曜日から金曜日までの授業終了後から午後４時30分まで 

         （給食及び弁当がない日は開設しない） 

⑸ 利 用 料 2,000円/年 

⑹ 保護者参加 原則月１回以上 

２ サマー・スクールかすがい（令和元年度開始） 

⒧ 会   場 10校 10クラス 

勝川小、春日井小、八幡小、不二小、山王小、大手小、松山小、 

北城小、丸田小、出川小 

⑵ 定   員 １クラス55人（全会場 計550人） 

⑶ 対 象 児 童 本市立小学校に在籍している全児童（事前申し込みが必要） 

⑷ 開 設 日 時 夏休み期間中の月曜日から金曜日まで（出校日、祝日、学校閉

校日除く）の午前８時から午後４時30分まで 

⑸ 利 用 料 6,500円/期間 

⑹ 保護者参加 原則期間中２回以上 

取組の成果 

(進捗状況) 

１ 放課後なかよし教室 

⒧ 学校の余裕教室や屋外で、児童が遊びや製作等で自由に過ごすことができる

ように、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、適切な運営を行った。 

⑵ 令和４年度から、運営スタッフが利用料を現金で受け取ることに替えて、保

護者が利用開始までに銀行等で支払うこととした。 

⑶ 子どもたちが楽しく参加できるよう、工作の充実、保護者参加の促進等に取

り組んだ結果、学校には行けないものの放課後なかよし教室には参加できる児

童がいるなど、子どもたちにとっての居場所となった。 

⑷ 令和２年度には、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、登録人数が減少

したが、令和４年度は令和３年度に引き続き、登録人数が増加し、感染症対策

を徹底しながら、子どもたちが安全で安心して過ごせる放課後の居場所を確保

できた。 
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項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

児童数 17,565人 17,445人 17,223人 17,017人 16,768人 

登録人数 3,286人 3,460人 2,318人 2,507人 2,647人 

利用者数/日 1,008人 1,014人 629人 785人 853人 

利用割合 18.7％ 19.8％ 13.5％ 14.7％ 15.8％ 

２ サマー・スクールかすがい 

⒧ 感染症対策を徹底しながら、夏休み期間中に子どもたちが安全で安心して過

ごせる居場所の提供ができた。 

⑵ 宿題や工作、自由遊びのほかにマジック講座や音楽鑑賞などのイベントを開

催し、夏休みの思い出づくりの場を提供することができた。 

⑶ 参加者等にアンケート調査をした結果、非常に多くの保護者から高い評価を

得ることができた上、夏休み期間中の居場所への関心の高さを把握できた。 

 
 

項 目 ２年度 ３年度 ４年度 

申込 

者数 

509人 

（全員当選） 

617人 

（全員当選） 

797人 

（落選197人） 

定員 
550人 

（実利用者269人） 

550人 

（実利用者547人） 

550人 

（実利用者563人） 

５年度の主

な実施予定 

１ 放課後なかよし教室 

⑴ 実施校 36小学校 

⑵ 適切な感染症対策に基づきながら、保護者や地域の人と協力して、児童が自

由に遊びや工作などをして過ごすことができるように適切な運営を行う。 

２ サマー・スクールかすがい 

⑴ 実施校（10校 10クラス） 

  校舎改修工事、利用実績を踏まえ、実施対象校を見直して開催する。 

  勝川小、春日井小、小野小【新規】、八幡小、不二小、大手小、松山小、 

北城小、丸田小、出川小 

⑵ 子どもたちが時間を有意義に活用できるように、学校の宿題や読書、工作、

外遊びを行うとともに、マジック鑑賞や音楽鑑賞など、夏休みの思い出に繋が

るようなイベントを開催する。 

⑶ 参加希望者の増加や従事者の休暇への対応のため、夏休み期間に勤務のな

い、非常勤講師等に従事を呼びかけ、従事者の増員を図る。 

課題・今後 

の 方 向 性 

１ 放課後なかよし教室 

⑴ 各小学校の実情に応じ、内容の充実を図っていく。 

⑵ 運営スタッフの慢性的な不足が発生していることから、安定した人材確保の

ための効果的な仕組みについて検討する。 

２ サマー・スクールかすがい 

⑴ 事業目的を考慮した必要な定員について検討する。 

⑵ アンケート結果では、受入れ枠の拡充の他、内容の評価と今後の安定した事

業継続を望む声が多数見られたことから、子ども達が充実した時間を過ごせる

内容の検討及び実施校拡大を見据えた従事者の確保等に取り組む。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

12 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

２ 家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力

の向上を図り、学びを通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、

ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。 

事 務 事 業 小学生交流学習 

目的・事業 

概要 

 

 

児童が他の自治体の児童と交流することにより、社会的視野を広げ、お互いの文

化を理解し友情を深める。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 5,006千円 

⑴ 実 施 回 数 34回（昭和62年からの実績。令和２、３年度は中止。） 

⑵ 訪 問 児 童 37人（小学校６年生から各１人） 

⑶ 結 団 式 ６月下旬（市役所） 

⑷ 男鹿市訪問 ８月上旬 

⑸ 報 告 会 ８月下旬 

⑹ 男鹿市受入れ 10月中旬（春日井まつりの期間に設定） 

取組の成果 

(進捗状況) 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、男鹿市への訪問、男鹿市からの受け

入れは中止した。 

代替行事として、Ｚｏｏｍを使用したオンラインでの交流を、北城小（６年２学

級）と男鹿市立船越小（６年１学級）で実施した。各市・各学校の紹介、児童の特

技披露等を行った。 

５年度の主 

な実施予定 

男鹿市への訪問、男鹿市からの受け入れを、泊数や人数等を変更して実施する。

例年行っていたホームステイは、両市とも実施しない。 

⑴ 訪 問 児 童 18人（学校番号が奇数の小学校６年生から各１人） 

⑵ 結 団 式 ６月20日（火） 

⑶ 男鹿市訪問 ８月３日（木）～５日（土） 

⑷ 報 告 会 ８月30日（水） 

⑸ 男鹿市受入れ 10月 20日（金）～22日（日）（春日井まつりの期間に設定） 

課題・今後 

の 方 向 性 

令和６年度は、学校番号が偶数の小学校から各１人が参加する予定。 

男鹿市においては、児童数が大幅に減少しホームステイ等の実施が困難になって

いる。また、本市でも、参加児童が少ないため成果が広がりにくい等の課題がある。

今後、交流学習のあり方について抜本的な見直しを含めて研究していく。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

13 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 文化・生涯学習課 

基本的な 

方向性 

２ 家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力

の向上を図り、学びを通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、

ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。 

事 務 事 業 ふれあい教育セミナー 

目的･事業 

概要  

学校等に通う子とその保護者等が家庭教育の意義と役割を学び、子どもたちに社

会性や思いやりの心等、豊かな人間性が育まれるように、家庭教育や地域教育の充

実を図るためのセミナー実施に対して補助を行う。 

要 綱  ふれあい教育セミナー補助金交付要綱（令和２年４月１日改正） 

対 象  私立保育園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校の各セミナー委 

     員会 

補 助  上記の各セミナー委員会に、年間13万円以内を交付 

対象事業 

⑴ 家庭教育又は地域教育について学ぶ講座・講演会等 

⑵ 園及び学校等と保護者若しくは地域住民との交流又は保護者相互の交流の

場を設け、連携、協力及び情報交換を図るもの 

⑶ 保護者又は地域住民が子どもの心と体の健康の維持増進、日常生活の安全向

上について学ぶ講座・講習会等 

 ⑷ 子どもと保護者又は地域住民とのふれあいの場を設けるもの 

 その他条件 

⑴ 家庭教育又は地域教育について学ぶ講座・講演会等を１回以上開催しなけ

ればならない。 

⑵ セミナーを３回以上開催しなければならない。  

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 5,240千円 

⑴ ふれあい教育セミナー説明会（４月26日） 

   説明会参加数：68セミナー委員会 

実施内容：目的・概要説明、事例・講師紹介 

⑵ 実施団体 47セミナー委員会 

（認定こども園１園、幼稚園６園、小学校30校、中学校10校) 

⑶ 開催回数 172回（うち託児付き18回）（中止10回） 

⑷ 延参加者数 11,594人（託児人数延べ112人） 

⑸ 事業内容 

   セミナー委員会が実施した講座等に対し補助金を交付した。また、企画内容

を充実させ、家庭教育力や地域教育力の向上を図るため、各委員会で実施した

講座や講演会等の優良事例の紹介、愛知県が行う家庭教育関連事業や生涯学

習情報サイトに登録されている講師等の情報提供を行うなど支援を行った。 

≪補助対象とした主な講座等≫ 

「子ども SOS～親にできること」「アンガーマネジメント～イライラしな

い子育て」「親と子のよりよいコミュニケーション～子どもの自己肯定感」

「栄養教諭さんのお話と給食試食会」「親子ふれあいスポーツ教室」 
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 項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  

 セミナー数 69 ｾﾐﾅｰ 68 ｾﾐﾅｰ 36 ｾﾐﾅｰ 45 ｾﾐﾅｰ 47 ｾﾐﾅｰ  

 開催数 407回 370回 92回 127回 172回  

 延参加者数 27,584人 23,153人 11,190人 11,652人 11,594人  

 

取組の成果 

(進捗状況) 

仕事等により平日の参加が難しい保護者が多くなっており、新型コロナウイルス

感染拡大予防の観点からも一堂に集まってのセミナー実施が困難な場合もあるこ

とから、Ｚｏｏｍなどのオンライン講座や資料の配付によるものなども補助対象と

し、様々な形で家庭教育について学ぶ機会を提供することができた。資料配付は、

会場実施の講座には時間的に参加できない保護者に対しても家庭教育について学

ぶ機会を提供することができた。 

各セミナー委員会実施講座のうち、県の派遣事業を活用した子育てネットワーカ

ーによる講座では、ワークショップ形式で日頃の子育ての悩みを共有したり、子ど

もの自己肯定感を高めるコミュニケーションの方法などを学んだりすることがで

き、子育てに関する学びの場の提供を通して、家庭、学校、地域の交流・連携を深

める機会を提供することができた。 

５年度の主 

な実施予定 

説明会開催：４月25日（火） 

 

課題・今後 

の 方 向 性 

年度当初に実施する説明会において、講座の具体的な事例や実施の方法、講師情

報について紹介するなど、より効果的に事業を進められるように支援を行う。 

文化・生涯学習課が大学連携講座等で実施する子育てや家庭教育をテーマとした

講座について、ふれあい教育セミナー委員会に対しても周知し、家庭教育について

学ぶ機会を提供する。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

14 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校給食課 

基本的な 

方向性 

３ 安全・安心な学校給食の充実と食育を推進するほか、放課後児童 

の居場所づくりなど、学校や地域における子どもの安全確保を図り、

子どもの健やかな成長を支えます。 

事 務 事 業 学校給食の充実 

目的・事業 

概要 

学校給食を通して地域の食文化や農業を始めとする産業への理解を深めるた

め、給食に愛知県の地場産物を使用し、地産地消を推進するとともに、バリエーシ

ョン豊かな学校給食とするため、全国各地の郷土料理や児童生徒からの「応募献

立」を始めとする新たな献立を提供する。 

 

取 組 状 況 

(事業実績) 

 当初予算額 2,473,203千円 

⑴ 学校給食 実施食数の推移 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

給食実施食数/日 25,700 25,500 26,100 25,400 25,200 

 

⑵ 愛知県の地場産物を使用した給食の実施状況 

（令和４年度春日井市学校給食年間計画によるもの） 

月 食 材 献 立 名 

４月 ふき ふきのサラダ 

５月 新たまねぎ 厚揚げカレー丼始め17献立 

６月 
なす 

サボテン（春日井市産） 

えがおの夏野菜カレー、ピリうま炒め 

サボテンコロッケ、サボテンスープ 

７月 サボテン（春日井市産） 
サボテンラタトュイユ 

七夕汁（サボテンきしめん） 

９月 とうがん とうがんのカレースープ 

10月 チンゲンサイ チンゲンサイ入り中華風卵スープ 

11月 白菜 ひきずり 

12月 にんじん にんじんごはん 

１月 キャベツ キャベツのごま和え始め６献立 

２月 ブロッコリー ブロッコリーのマリネ、花野菜サラダ 

３月 みつば みつば入り五目汁 

 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

使用食材品目数 11 10 13 13 11 

 

⑶ 全国の郷土料理の提供 

  学校給食を通して地域の食文化について学べるよう、全国各地の郷土料理を

献立に取り入れた。 

  令和４年度に提供した郷土料理（代表例） 

  ひきずり、みそおでん、きしめん、おとしこし（愛知県）、いも煮（山形県）、

けんちん汁（神奈川県）、打ち豆汁（福井県）、だご汁（熊本県） 
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⑷ 応募献立の募集 

魅力あるおいしい給食を目指すため、また、児童生徒の食への関心をより一

層高められるよう、地元の農産物を取り入れた、家族で考えた献立や家庭の定

番料理を募集し、学校給食の献立に採用する。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

応募数 259点 250点 475点 298点 163点 

給食採用献立数 ８点 ７点 10点 ７点 ７点 

 

採用献立名 実施月 

豚肉とたっぷり野菜のミルクみそスープ 令和５年１月 

シャキシャキのゆかり和え 令和５年１月 

ぶたキムチガッツリスープ 令和５年２月 

台わん焼きそば 令和５年５月 

サボテンキーマカリー 令和５年６月 

じゃがいもチンジャオロース 令和５年10月 

ペンネのクリームソース 令和５年11月 

 

⑸ 既存献立の見直し及び新献立の提案 

  献立ごとの残食率を集計し、残食率が高い献立については見直しを行うなど、

献立作成の参考とした。また、魅力ある給食とするため、創意工夫した献立を考

案し、試作、試食を行った上で、新しい献立を決定した。 

 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 愛知県の地場産物や、全国各地の郷土料理を学校給食で提供することにより、

児童生徒が各地域の伝統・文化や、農業を始めとする産業に興味を持つことに

繋げた。 

⑵ 児童生徒から募集した献立のうち、優秀な献立を提供することにより、児童

生徒に学校給食を身近なものと感じさせ、関心を高めることができた。 

５年度の主 

な実施予定 

⑴ 愛知県の地場産物を使用した給食の実施 

使用する地場産物 11品目 

⑵ 応募献立の実施 

採用された献立は、令和６年１月から順次提供 

課題･今後 

の 方 向 性 

 地産地消の推進のため、地場産物の収穫期に合わせた魅力ある献立作成に取り

組み、また、全国各地の郷土料理や児童生徒からの「応募献立」など、献立のバリ

エーションを増やし、学校給食の充実に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 



31 

№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

15 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校給食課 

基本的な 

方向性 

３ 安全・安心な学校給食の充実と食育を推進するほか、放課後児童 

の居場所づくりなど、学校や地域における子どもの安全確保を図り、

子どもの健やかな成長を支えます。 

事 務 事 業 学校給食における食物アレルギー対応の充実 

目的・事業 

概要 

 

 

 アレルギーのある児童生徒が他の児童生徒と一緒に給食を楽しんで喫食できる

よう、「学校給食における食物アレルギー対応の基本方針」に基づき、安全性を最

優先とした市内小中学校共通のルールで食物アレルギー対応を行う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額（№14「学校給食の充実」に含む） 

⑴ 学校給食における食物アレルギー対応 

  令和２年度に作成した「学校給食における食物アレルギー対応の基本方針」

に基づき、安全性を最優先とした市内小中学校共通のルールで食物アレルギー

対応を行った。保護者に対しては、説明会の開催及び説明動画のホームページ

掲載により、基本方針の理解を促した。 

 ア 卵アレルギー給食の提供 

卵（鶏卵及びうずら卵）にアレルギーがあり、医師から配慮が必要と診断さ

れた児童生徒に対し、アレルギー給食専用調理室で調理した卵を使用しない

給食を「卵アレルギー給食」として提供した。令和５年度に東部第２調理場を

開設したことにより、アレルギー給食の調理能力が増加したことから、アレ

ルギー給食の対象品目を卵のみから、卵・乳・えび・かにすべてに変更するこ

ととし、対応した献立作成を行った。 

イ 通常給食における無配膳対応 

何らかの食物アレルギーがあり、医師から配慮が必要と診断された児童生

徒には、通常給食のうち、アレルギー原因食物を含む料理の無配膳対応を行

った。 

卵アレルギー給食対象人数（年度当初） 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

小１ 39人 41人 37人 34人 24人 

小２ 25人 36人 34人 35人 28人 

小３ 24人 22人 35人 26人 33人 

小４ 16人 23人 20人 28人 24人 

小５ 12人 13人 21人 19人 24人 

小６ 3人 13人 10人 19人 18人 

小学計 119人 148人 157人 161人 151人 

中１ 3人 3人 13人 6人 11人 

中２ 3人 3人 2人 10人 ８人 

中３ 5人 2人 3人 ２人 ９人 

中学計 11人 8人 18人 18人 28人 
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⑵ 学校給食における食物アレルギー対応の検証 

  ヒヤリハット事例の検証や、事故の未然防止策等の検討のため、小中学校長、

養護教諭、栄養教諭で構成される「食物アレルギー対応給食検討会」及び、市民

病院の小児アレルギーセンター専門医、栄養教諭が参加する「食物アレルギー

対応に係る意見交換会」を実施した。 

 

⑶ 「えがおで給食の日」の実施 

飲用牛乳と調味料を除き、食物アレルギー原因食品である「特定原材料」に指

定されている食品を使用しない献立を提供する「えがおで給食の日」を実施し

た。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

実施日数 22日 22日 25日 33日 33日 
  

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 令和５年度から開始する卵・乳・えび・かにアレルギー給食の提供のために必

要な準備を行うことができた。 

⑵ 事故やヒヤリハットの事例を栄養教諭と連携して検証し、その検証結果を校

長会議を通じて各学校と共有することで、「学校給食における食物アレルギー対

応の基本方針」に基づいた、安全性を最優先とする、全小中学校共通のルールに

より対応する重要性を再確認できた。 

 

５年度の主

な実施予定 

 

⑴ 卵・乳・えび・かにアレルギー給食の提供  

対象 小学校154人、中学校31人 計185人を予定 

⑵ 「えがおで給食の日」の実施 

  月３回実施予定（年間30回程度） 

 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 「学校給食における食物アレルギー対応の基本方針」に基づき、学校や市民病

院の小児アレルギーセンター、学校保健会と連携を密にし、安全性を最優先と

する適切な対応を行い、食物アレルギー事故の未然防止を図る。 

⑵ 西部地区新調理場開設後の、アレルギー給食の提供方法について検討を行う。 

⑶ 卵・乳・えび・かに以外のアレルギーに対応した給食について、調査研究を行

う。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

16 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校給食課 

基本的な 

方向性 

３ 安全・安心な学校給食の充実と食育を推進するほか、放課後児童 

の居場所づくりなど、学校や地域における子どもの安全確保を図り、

子どもの健やかな成長を支えます。 

事 務 事 業 学校給食を活用した食育の推進 

目的･事業 

概要 

 

 

児童生徒の食に対する意識を高め、健康な食生活の実現と豊かな人間性を育むた

め、学校給食を活用した食育を実施する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額（№14「学校給食の充実」に含む） 

⑴ もぐもぐ大作戦 

  残食率削減の取組として、食事でバランスよく栄養を摂る重要性について児童

生徒の理解を促すため、全小中学校で一斉に、苦手なものでももう一口頑張って

食べることに挑戦しようと、校内放送や掲示資料等で啓発を行った。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

「もぐもぐ大作戦」の

実施回数 
１回 ２回 ２回 ２回 ２回 

残食率（％） 5.80 5.70 6.22 6.56 6.57 

 

⑵ 学校給食啓発ポスターの募集 

児童生徒が学校給食を通じて、日常生活における食事について正しい理解を深

め、望ましい食生活を営むことができる判断力を養うためのきっかけづくりとす

るため、「給食を残さず食べよう」、「給食でバランスよく栄養をとろう」、「地

元の食材をとろう」のいずれかのテーマで学校給食啓発ポスターを児童生徒から

募集した。優秀作品は、市役所市民ホールで展示した。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

啓発ポスター応募数 982点 1,309点 737点 1,190点 1,231点 

 

⑶ 食育資料の提供 

給食に使用している食材や、行事食等にちなんだ話を掲載した献立表の配付、

学校で活用する放送用資料、掲示用資料の提供を行った。 

 

⑷ 啓発動画の提供 

地産地消や産業等への理解を深めるため、地元農産物やその生産者を紹介する

動画を作成して学校に提供し、啓発を行った。 

※ 令和元年度までは、生産者から話を聞き、給食を一緒に食べて交流する「ふ

れあい給食」を実施していたが（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症

対策により中止）、数校の１～２クラスでしか実施できず参加できる児童生徒

が限られることから、動画の放映を試行することとし、令和４年度は、栄養教

諭所属小学校の全クラスで実施した。 
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項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

「生産者とのふれ

あい給食」実施校 
６校 ６校 中止※ 中止※ ― 

「地元農産物紹介 

動画」実施校 
― ― ― ― ８校 

 

⑸ 東部調理場施設利用 

  市民が生涯に渡って健全な心身を培うことを目的として、施設及び調理業務の

見学など、食育の推進に寄与すると認められる事業を実施するに当たり、東部調

理場の研修室、栄養指導室、食育ホール及び見学通路の供用を実施した。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

施設利用件数及び

利用者数 

15件 

731人 

18件 

554人 

３件 

32人 

６件 

126人 

９件 

236人 

 

⑹ 給食レストラン 

  給食を懐かしみ、味わってもらうとともに、給食への関心を高めるため、少年

自然の家で給食献立を提供するイベントを実施した。令和３年度からは新型コロ

ナウイルス感染症対策のため、参加組数の上限を設け、事前予約制により実施し

た。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

実施日数及び 

提供食数 

２日間 

1,200食 

２日間 

1,500食 
中止※ 

２日間 

360食 

２日間 

373食 

 

⑺ 調理場探検 

  給食調理の効率的な作業工程や徹底した衛生管理を体感してもらうため、夏休

みに、調理場の機器を使って疑似体験等を行うイベントを実施した。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

実施回数及び 

参加者数 

１回 

16人 

１回 

16人 
中止※ 

１回 

16人 

１回 

15人 

 

⑻ 夏休み親子料理教室 

  子どもが家庭で料理するきっかけ作りとするため、また、食への関心を高める

ため、夏休みに、栄養士や調理員の指導により、親子で料理を学べる教室を実施

した。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

実施回数及び 

参加者数 

６回 

132人 

６回 

126人 
中止※ 

６回 

50人 

６回 

45人 

 

※ 新型コロナウイルス感染症対策により中止 
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取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 学校給食啓発ポスターには引き続き多くの応募があり、学校給食を通じた食育

の推進を図ることができた。また、使用する食材にちなんだ話等を掲載した献立

表、校内放送用資料及び掲示用資料の提供により、食文化への理解を深めること

ができた。さらに、地元農産物やその生産者の紹介について、動画を作成し給食

時間に各学校で視聴してもらう新しい方法を取り入れ、地産地消に対する理解を

促すことができた。 

⑵ 学校給食における食育の拠点である東部第１調理場での見学や、「給食レスト

ラン」、「調理場探検」、「夏休み親子料理教室」の実施等により、児童生徒や保護

者等の学校給食に対する理解を広めることができた。 

 

５年度の主

な実施予定 

 

⑴ もぐもぐ大作戦 

  年３回（学期に１回）、市内小中学校全校で実施 

⑵ 学校給食啓発ポスター募集 

  よく噛むことの啓発のため、テーマに「よく噛んで食べよう」を追加し、募集

を実施 

⑶ 食育資料の提供 

⑷ 啓発動画の提供 

実施校を拡大 

⑸ 東部第１調理場施設利用等 

引き続き実施 

 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 残食率削減の取組については、令和２年度以降はコロナ禍で、配膳された料理

を減らさない（食べる前に食缶に戻さない）対応としていたことから、残食率が

多くなる傾向であったが、令和５年度からはこうした対応をやめている。コロナ

禍以前の水準からさらに残食率を下げることをねらい、引き続き残食率が高い献

立の廃止や見直しを行うとともに、各学校の協力を得ながら、「もぐもぐ大作戦」

の実施回数を年２回から３回（学期に１回）に増やし、実施していく。 

⑵ 引き続き、地産地消や農業を始めとする産業、食文化等への理解を促すため、

「学校給食啓発ポスター」を始めとする食育事業を実施する。啓発動画について

は、今後は全校に配信できるよう調整を進める。 



36 

№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

17 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校給食課 

基本的な 

方向性 

３ 安全・安心な学校給食の充実と食育を推進するほか、放課後児童 

の居場所づくりなど、学校や地域における子どもの安全確保を図り、

子どもの健やかな成長を支えます。 

事 務 事 業 新調理場整備 

目的･事業 

概要 

 

学校給食を安全・安心に、かつ安定的に提供するため、公共施設個別施設計画の

策定に合わせ調理場整備基本計画を見直し、耐震性を満たしていない白山調理場を

東部第２調理場に建替え、前並調理場と稲口調理場を統合して西部地区新調理場を

整備する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

１ 経緯 

年度 内容 詳細 

H22 春日井市調理場整備

基本計画策定 

市内４調理場（藤山台、前並、稲口、白山）

を新衛生基準に適合する調理場へ建替える

計画 

H26 東部調理場開設 藤山台調理場の建替え 

・調理能力8,000食 

・ドライシステム 

・アレルギー給食専用調理室配備 

H29 前並、稲口、白山各調

理場で耐震診断完了 

前並及び白山調理場で耐震性能を満たして

おらず、特に白山調理場について、耐震性の

確保に係る緊急度が高いことが判明 

H30 整備計画の見直し 耐震診断結果を受け、整備の優先順位を変

更し、白山調理場の建替（東部第２調理場整

備）を先行するとともに、児童生徒数の減少

傾向を踏まえて調理能力を見直し、前並調

理場と稲口調理場を統合する計画に見直し 

R３ 西部地区新調理場整

備に係る報告等（整備

場所、食数等） 

R3.10 教育委員会定例会議 

R3.11 議会（文教経済委員会） 

R4.３  地元説明会（参加者30人） 

R５ 東部第２調理場開設 白山調理場の建替え 

・調理能力8,000食 

・ドライシステム 

・アレルギー給食専用調理室配備 

・災害対応機能配備 

 

２ 東部第２調理場整備 

⑴ 工事期間  

令和３年10月５日～令和５年１月31日 

⑵ 開設    

令和５年４月１日 
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 ⑶ 整備費用  

2,649,211,700円 （内訳） 工事（建築）1,386,588,500円 

  工事（電気）  317,650,300円 

  工事（機械）  712,303,900円 

工事（太陽光） 19,580,000円 

  備品・消耗品  213,089,000円 

 

３ 西部地区新調理場整備 

⑴ 整備場所 

前並調理場及び前並保育園用地 

⑵ 調理能力 

10,000食（予定） 

 

取組の成果 

(進捗状況) 

 東部第２調理場の整備工事を完了し、令和５年４月の開設に必要な準備を行っ

た。 

 

５年度の主

な実施予定 

 

西部地区新調理場整備について、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法と従来型手法のメリット、

デメリットを比較し、整備手法を検討するための導入可能性調査を行い、整備手法

を決定する。 

 

課題・今後 

の 方 向 性 

西部地区新調理場整備について、令和７年度以降に次に挙げることが必要となる

ことから、周辺住民に配慮しながら円滑に整備できるよう、関係部署と密に連携し、

事業を進める。 

１ 既存施設（前並調理場及び前並保育園）の解体 

２ 敷地内を東西に横断する農業用排水路の切り回し 

３ 西部地区新調理場建設工事 

４ 周辺の道路拡幅工事と、上記１～３との調整 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

18 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

４ いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進

めるとともに、特別な支援を必要とする子どもに対して、関係機関

と連携し、子どもと保護者が安心して生活できる環境づくりを推進

します。 

事 務 事 業 いじめ対策 

目的・事業 

概要 

 

 

児童生徒の尊厳を保持するため、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめ

への対処のための対策を総合的かつ効果的に推進する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 290千円（いじめ・不登校対策） 

⑴ 相談機関、小中学校長、ＰＴＡ、学識者等の関係者で組織する、いじめ・不

登校対策協議会を２回開催し、いじめの実態把握と分析を行うことで、情報共

有を図るとともに連携を深めた。 

⑵ いじめ問題対策委員会を２回開催し、事例検討をもとにいじめ重大事態の対

応について検討するとともに、市内のいじめの未然防止・早期発見・対処が、

春日井市いじめ防止基本方針に基づいて適切になされているか検証した。 

⑶ 各学校では、「いじめに関するアンケート調査」等の実施や、早期発見のため

に教職員が注意深く見守りを行った他、家庭児童相談室と連携するなど、校内

のいじめ・不登校対策委員会を中心に、組織的な防止活動を行った。 

⑷ 各学校においては、被害を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じた場合は、い

じめであるという基本原則の指導を繰り返し行った。 

⑸ 教育委員会が、各校のいじめ事案をより具体的に把握し、学校と同じ目線に

立った中で、各校の対応などを厳格に注視することとした。 

取組の成果 

(進捗状況) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ いじめ・不登校対策協議会において、最新の市内のいじめの状況を関係機関

で情報共有を図ることで、連携を深めた。 

⑵ いじめ問題対策委員会の委員に実例を検証いただき、市内のいじめの未然防

止・早期発見・対処が、「春日井市いじめ防止基本方針」に基づき、適切に行わ

れていることを確認した。 

⑶ 「いじめに関するアンケート調査」の実施や、教職員が注意深く見守る等、

いじめの早期発見に努める細やかな対応を、学校全体で組織的に取り組んでい

ることから、いじめの未然防止・早期発見が進んだ。 

⑷ 平成29年３月に国から示された「いじめに係る行為が止んでいる状態が少な

くとも３か月継続し、被害者が心身の苦痛を感じていないこと」といういじめ

解消の定義が学校全体に浸透した。 

 
 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

いじめの認知件数 436件 352件 205件 391件 405件 

いじめの解消状況 357件 229件 104件 186件 256件 

いじめの解消率 81.9％ 65.1％ 50.7％ 47.6％ 63.2％ 
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５年度の主

な実施予定 

⑴ いじめ・不登校対策協議会の開催（２回） 

⑵ いじめ問題対策委員会の開催（２回） 

⑶ いじめに関するアンケート調査を各校で実施 

課題･今後 

の 方 向 性 

⑴ いじめ・不登校対策協議会を開催し、関係機関の情報共有と連携強化を進め

ていく。 

⑵ いじめ問題対策委員会を開催し、市内のいじめの未然防止・早期発見・対処

が、春日井市いじめ防止基本方針に基づいて適切になされているか検証する。

また、その助言に基づき、教育委員会が各校のいじめ事案をより具体的に把握

し、解消までの対応や期間を厳格に注視していく。 

⑶ 学校いじめ防止基本方針を活かし、関係機関との連携も含めて引き続き学校

全体で組織的に、特に若手の教員が一人で抱え込むことのないようにチーム学

校でいじめ防止に取り組む。 

⑷ 令和２年度に策定した、重大事態発生時の調査等対応の手引きについて、教

育現場に引き続き周知徹底することで、重大事態発生時の適切な対応が迅速に

行えるよう備えるとともに、必要に応じて見直しをする。 

⑸ 小中生徒指導担当者会等を通じて、いじめの見落としがされないようにいじ

めの定義の再確認を行い、些細な事案についても定義に該当していればいじめ

と認知できるよう周知徹底を行い、早期発見・早期対応に努めることで、いじ

めの解消を図っていく。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

19 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

４ いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進

めるとともに、特別な支援を必要とする子どもに対して、関係機関

と連携し、子どもと保護者が安心して生活できる環境づくりを推進

します。 

事 務 事 業 いじめ相談 

目的・事業 

概要 

 

 

児童生徒の尊厳を保持するため、児童生徒からの相談を始め、いじめを受けた

又は行った児童生徒に対する指導及び防止対策について、保護者等からの相談に

応じる。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 5,026千円 

⑴ いじめ・不登校相談室 

相談員４人（校長ＯＢとスクールカウンセラー）を交代で配置し、相談を実施

するとともに、必要に応じて学校と情報共有して連携を進めた。 

また、４役会議での紹介など、学校への周知に取り組んだ。 

相談日時 月曜日～金曜日 ９時～正午、13時～16時 

場  所 教育研究所 

方  法 電話、面接 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

いじめに関する 

相談件数 

(いじめ・不登校 

相談室） 

４件 ９件 ７件 ７件 11件 

⑵ 匿名いじめ相談窓口 

  Ｗｅｂアプリ「スクールサイン」を利用し、ＳＮＳ上のいじめや些細なことで

も気になることを生徒等から投稿することで、実態把握への糸口となっている。

令和４年度から利用対象をこれまでの中学校 15 校に加え、小学校を含めた 52

校へ拡充し、児童生徒等からの投稿に対応した。 

 投稿件数 小学校359件（うち対応不要は29件） 

      中学校83件（うち対応不要は５件） 

 ※ 対応不要とは、行為に具体性がない、人物が特定されない、違法性がない、

生死にかかわる言動ではない等の書き込み 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ いじめ・不登校相談では、電話という匿名性から、学校には言いにくい相談を

受けることができた。実際には相談員が相談者に寄り添って話を聞いていくう

ちに、相談者が学校名を明かし、解消に向けて動くことができた。 

また、必要に応じて学校、スクールソーシャルワーカー、その他関係機関につ

なげることができた。 

⑵ 匿名いじめ相談窓口を運用し、児童生徒等からの投稿を迅速に学校と共有し、

いじめの早期発見、早期解決につなげることができた。 
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５年度の主

な実施予定 

⑴ いじめ・不登校相談室に引き続き相談員４人を交代で配置し、相談の実施及

び学校との情報共有を図る。 

⑵ 匿名いじめ相談窓口の利用対象を、引き続き小中学校52校とし、児童生徒等

からの投稿に対して、該当校への迅速な情報提供を行う。 

 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ いじめ・不登校相談室での相談内容は、いじめ・不登校に対する学校の対応等

が多いことから、学校現場に精通する者が相談員として、保護者からの相談を

受け学校と連携していく。 

⑵ いじめの発見の多くは学校の教職員によるものであるが、それ以外からの情

報により発見される場合もあることから、学校以外のいじめ相談先や情報提供

先として相談窓口や相談員の認知向上を引き続き図っていく。 

⑶ 匿名いじめ相談窓口は、小学校も中学校と同様に年間を通して実施となった

ことから、それぞれの活用状況を分析し、タブレットＰＣを活用した、いじめの

未然防止や早期解決につなげる効果的な運用方法等について、他市の事例を参

考にしながら研究していく。 

⑷ 警察を始めとした教育関連機関以外に寄せられた相談については、関係者が

集まる「いじめ・不登校対策協議会」にて、情報共有を進めていく。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

20 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

４ いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進

めるとともに、特別な支援を必要とする子どもに対して、関係機関

と連携し、子どもと保護者が安心して生活できる環境づくりを推進

します。 

事 務 事 業 子どもの健全育成支援 

目的・事業 

概要 

 

⑴ 道徳教育を通じて、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする意

識を育成するとともに、友情の尊さや信頼の醸成、生きることの素晴らしさや

喜び等について指導を行う。 

⑵ インターネットの正しく安全な利用や責任について、発達段階に応じた指導

を行うとともに、ＰＴＡ等の関係団体との連携により、保護者に対しても学習

する機会を提供することで、情報モラルに関する家庭での教育力を高める。 

⑶ 危険ドラッグ等の薬物乱用防止の理解向上のため、春日井市薬剤師会等の関

係団体と連携した授業や講演を行う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 2,220千円 

道徳教育や情報モラル教育、薬物乱用防止推進のため、特別活動の時間等を利

用して次のような取組を実施した。 

【主な実施方法（授業を除く）】 

⑴ 奉仕活動     小学校38校、中学校15校 

⑵ 異年齢集団活動  小学校37校 

⑶ 講演会      小学校３校、中学校７校 

中学校15校のみとしていたＷｅｂアプリ「スクールサイン」を令和４年７月か

ら小学校も対象に拡充し、匿名いじめ相談窓口として、いじめの早期把握に努め

た。 

また、ＰＴＡに対して、スマートフォン等の使用に関する研修の開催を呼びか

け、情報モラル教育の充実に取り組んだ。 

さらに、初任者及び各校から推薦された教員に対して、道徳教育、情報モラル

研修を行った。 

このほか、薬物乱用防止推進に資する授業の実施や、春日井市薬剤師会等によ

る講演会を実施した。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴  自己肯定感の向上や生命を尊重する心を育てる道徳教育を実施し、その結果、 

児童生徒は「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を持ち、いじ

めの未然防止が進んだ。 

発達段階に応じた情報モラル教育やＷｅｂアプリ「スクールサイン」を活用

した匿名いじめ相談窓口の実施により、子どもたち同士のインターネット上の

トラブルからのいじめの未然防止に努めた。 

⑵ 薬の適正使用、薬物乱用及び誤用防止の啓発を有効的かつ効果的に行うこと

ができた。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 道徳教育や情報モラル教育、薬物乱用防止推進のため、引き続き奉仕活動、

異年齢集団活動、講演会などをホームルームや全校集会等を利用して実施する。 

⑵ 初任者及び各校から推薦された教員に対して、道徳教育、情報モラル研修を

実施する。 
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⑶ 薬の適正使用、薬物乱用及び誤用防止の啓発のため、春日井市薬剤師会等に

よる講演会等を実施する。  

⑷ Ｗｅｂアプリ「スクールサイン」を活用した匿名いじめ相談を引き続き全小

中学校で実施する。 

課題・今後

の 方 向 性 

⑴ より実践的かつ効果的な道徳の授業のあり方について研究していく。 

⑵ ＳＮＳなどインターネットを介して発生するいじめについて、Ｗｅｂアプリ

「スクールサイン」を活用し、児童生徒自身から広く情報収集を図るとともに、

外部専門家との連携を含めた効果的な運用について研究していく。 

⑶ 危険ドラッグの拡散により、青少年が薬物を乱用する危険性は従来より高ま

っており、薬物乱用防止を指導する本事業の意義は高いことから指導を継続す

る。 

また、タバコや危険ドラッグのみならず、風邪薬であっても、決められた用

法・用量で服用しないことが、薬物乱用の第一歩になる危険性を啓発していく。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

21 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

４ いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進

めるとともに、特別な支援を必要とする子どもに対して、関係機関

と連携し、子どもと保護者が安心して生活できる環境づくりを推進

します。 

事 務 事 業 教育や悩みごとに対する相談業務 

目的・事業 

概要 

 

 

 

児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を支援するため、複雑化する児童生

徒の悩みにきめ細やかに対応することをめざし、多様な相談の機会を確保する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 31,171千円 

⑴ 心の教室相談員及びスクールカウンセラー 

心の教室相談員を小学校37校に各１人、市全体でスクールカウンセラーを35

人（市派遣11人、県派遣24人）配置し、日々の悩みからいじめ・不登校に関

する相談まで幅広く相談業務を実施した。また、各学校の開設・相談日を便り

や教職員の声かけなどで周知し、認知向上を図った。令和４年度も引き続き、

３小学校で心の教室相談員を常勤化し、効果を検証した。 

ア 心の教室相談員    全小学校 各１人（計37人） 

イ スクールカウンセラー 市設置11人 

県設置24人（小学校９人・中学校15人） 

⑵ 相談室「ひまわり」 

発達障がいを有すると思われる児童生徒及び保護者からの相談に対し、医師

や公認心理士等が相談員として対応し、児童生徒の学校生活や学習について適

切な助言を行うとともに、関係機関との連携を通じて対象児童生徒への対応改

善を図った。また、東部地域（藤山台中学校）でも、小児精神科医が相談員と

して同様の対応を行った。 

ア 設置場所 教育研究所 

イ 相談員  ４人 

ウ 相談日時 相談員との調整により市教委が定める（月３日前後） 

⑶ 市スクールカウンセラーに６回、心の教室相談員に３回、事例研究や各職種

の役割への理解を深める研修を行った。 
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項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

心の教室相談

員相談件数 
10,428件 12,438件 10,016件 

4,321 

(28,036)件 

4,634 

(32,217)件 

ス
ク
䤀
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
䤀
䥹
市
設
置
分
䥺 

人数 ７人 ７人 ９人 11人 11人 

相談

件数 
3,421件 3,833件 3,299件 3,491件 3,468件 

相談

時間 

3,334 

時間 

3,342 

時間 

3,872 

時間 

3,914 

時間 

4,063 

時間 

「ひまわり」 

相談件数 
120件 90件 115件 128件 116件 

※ 心の教室相談員相談件数は、令和３年度より項目を相談件数と来室者数（下

段の()内数字。付き添い者数も含む。）に分けて調査を行った。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ スクールカウンセラー 

カウンセリングに関して専門的な知識と経験を有するスクールカウンセラー

が小中学校を巡回し、児童生徒及び保護者からの相談に対し、傾聴及び助言を

行い、相談者の抱える悩み等の軽減を図ることができた。また、個別の研修を

通じて、業務に対する理解を深めた。 

⑵ 心の教室相談員 

小学校において、児童が悩み等を気軽に相談でき、ストレスを和らげるよう

に、話し相手になってくれる第三者的な存在となることができた。また、個別

の研修により業務に対する理解を深めた。 

⑶ 相談室「ひまわり」 

注意欠陥や多動性などの発達障がいを有すると思われる児童生徒とその保護

者からの相談に対して、医師や公認心理士等の相談員が適切に助言することが

できたものと考えている。また、学校から保護者に対する積極的な働きかけが

できた。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ スクールカウンセラーを市10人、県23 人配置する。市・県ともに小中連携

校を増やす。 

⑵ 引き続き心の教室相談員を配置するとともに、不登校対策も兼ねて、常勤校

を４校に増設、週21時間の時間増設校を２校新設し、効果的な実施について研

究する。 

⑶ 相談室「ひまわり」として、相談員を教育研究所に３名、藤山台中学校に１

名配置する。 

⑷ スクールカウンセラーの相談時においても、発達障がいについての相談が増

加していることから、知能検査（ＷＩＳＣ－Ⅳ）を実施できるスクールカウン

セラーが、必要に応じて対応できる体制を整備し実施する。 

課題・今後

の 方 向 性 

⑴ 合同研修を行い、相談業務を担う者の連携強化を図る。 

⑵ 小学校の不登校対策として、心の教室相談員の常勤校及び時間増設校を分析

し、効果的な配置について検討する。 

⑶ 相談室「ひまわり」について、東部地域（藤山台中学校）で追加設置したこ

との効果検証を引き続き行い、併せて、他市の状況を研究する。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

22 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

４ いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進

めるとともに、特別な支援を必要とする子どもに対して、関係機関

と連携し、子どもと保護者が安心して生活できる環境づくりを推進

します。 

事 務 事 業 不登校対策 

目的・事業 

概要 

 

児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達を支援するため、複雑化する児童生

徒の悩みや保護者からの相談に応じるとともに、不登校の防止、不登校児童生徒

に対する指導のあり方及び家庭における指導方法の助言を行う。 

また、児童生徒の生活や自立を援助し、学校復帰を図るための取組を行う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 55,302千円 

⑴ いじめ・不登校相談室 

相談員４人（校長ＯＢとスクールカウンセラー）を交代で配置し、相談を実施

するとともに、必要に応じて学校や家庭児童相談員と情報共有して連携を進め

た。また、相談員を、「春日井市いじめ・不登校対策協議会」委員に委嘱した。 

ア 相談日時 月曜日～金曜日 ９時～正午 、13時～16時 

イ 場  所 教育研究所 

ウ 方  法 電話、面接 

※ メールでは、相談者の思いを充分汲み取れないことから、今後も電話・面

接の方法で相談を行っていく。 

⑵ 教育支援センター「あすなろ」（旧 適応指導教室） 

教育研究所に設置し、何らかの心理的理由により登校できない入級児童生徒

に対して専任指導員４人が学習支援等を行った。また、学校との連携のもとに

児童生徒とその保護者に対し相談・助言・指導を行い、学校復帰を図るとともに

学校を支援した。 

カウンセラー１人を設置し、不登校児童生徒及び保護者に対して月２回相談

を基本としつつ、入級児童生徒数に応じた柔軟な配置に取り組んだ。 

 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

不登校相談件数(いじ

め・不登校相談室) 
194件 206件 118件 213件 183件 

あすなろ通級人数 21人 16人 15人 16人 13人 

不登校の児童生徒数 549人 513人 555人 690人 830人 

学校復帰者数 111人 55人 130人 176人 177人 

 ※ 教育支援センター「あすなろ」通級人数は、一日の年間最大利用者数から、

各年度の最大月末通級人数記載に変更（集計変更に伴う人数の変更を、過年

度分にも反映済み） 
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 ⑶ 登校支援室 

  全中学校において、不登校状態が深刻化する前に初期対応を重点的に実施す 

るため、安心して過ごせる居場所として登校支援室を設置し、運営を行った。 

⑷ 教育相談 

定期的に教育相談を実施し、不登校の早期発見・早期対応に努め、登校支援

室、1人1台端末の活用、民間施設との連携等、居場所作り、学習保障等、個別

的な教育活動を実施した。 

⑸ 民間施設等との連携 

フリースクール等の民間施設と情報交換を進め、連携を進めた。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ いじめ・不登校相談室 

児童生徒を始め、保護者、教職員等からの相談を受け、個々の状況に応じて適

切に助言を行うことができた。また、「春日井市いじめ・不登校対策協議会」に

て、その知見を共有した。 

⑵ 教育支援センター「あすなろ」 

何らかの心理的理由により登校できない児童生徒とその保護者を対象とし、

学校との連携のもとに相談・助言・指導を行い、学校復帰を図るとともに学校を

支援することができた。 

また、カウンセラー１人を設置し、不登校児童生徒及び保護者に対して月２

回相談を基本としつつ、入級児童生徒数に応じた柔軟な配置に取り組んだ。 

⑶ 登校支援室 

 教室とは違う雰囲気となるよう環境整備をしたことで、これまで学校に登校

できなかった生徒が足を運んだり、クラスに居づらくなった生徒の居場所とな

ったりしたことで、設置校において不登校状況の改善が見られた。 

  また、登校支援室指導員として校長ＯＢを５名配置し、巡回して登校支援室

支援員やコーディネーターなどに助言することで、円滑に運営することができ

た。 

⑷ 教育相談 

  居場所作りが進んだ中学校では、不登校者数の増加率が改善された。 

⑸ 民間施設等との連携 

  不登校児童生徒が、フリースクール等の民間施設を利用した場合、出席扱い

とする目安を示したガイドラインを策定した。 

 

５年度の主

な実施予定 

⑴ いじめ・不登校相談室に相談員４名を配置し、電話、面接での相談を行う。 

⑵ 教育支援センター「あすなろ」において、専任指導員４名による学習支援及び

カウンセラー１名による相談を行う。 

⑶ 引き続き 15 中学校において不登校又は不登校傾向の生徒に対する支援を行

い、学校に登校する一助を担う。 

⑷ 心の教室相談員の常勤化等、小学校での居場所作りを進める。 

⑸ 民間企業と連携して、仮想空間（メタバース）を活用した支援体制を試行す

る。 
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課題・今後 

の 方 向 性 

不登校の要因が複合化、多様化するなか、不登校の兆候が表れ始めた初期対応

で、各校が実施している様々な配慮やチームによる対応方法について、その取組

を整理し、研究していく。 

⑴ いじめ・不登校相談室 

小学生保護者からの相談件数が増加している。相談内容を分析し、必要な施

策に繋げていく。 

⑵ 教育支援センター「あすなろ」 

居場所機能を重視した登校支援室との役割分担を図る中で、タブレットＰＣ

を活用した個に応じた学習支援について研究していく。 

⑶ 登校支援室 

利用生徒の登校状況の結果を検証し、生徒にとって安心して過ごせる居心地

の良い場所となるように、今後の運営方法の改善及び施設整備を進める。 

⑷ 教育相談 

  小学校において、早期対応に必要な居場所づくりを進めていく。 

⑸ 民間施設との連携 

  フリースクール等の民間施設利用者への経済的支援、親カフェ等の保護者支

援、仮想空間（メタバース）を利用した支援の在り方について検討する。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

23 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

４ いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進

めるとともに、特別な支援を必要とする子どもに対して、関係機関

と連携し、子どもと保護者が安心して生活できる環境づくりを推進

します。 

事 務 事 業 教育支援体制の充実 

目的・事業 

概要 

 

⒧ 保護者等と学校の間に生じる問題に対し、早期に問題の本質や背景を把握し、

的確かつ組織的に対応するため、スクールソーシャルワーカーを教育委員会に

設置し、関係機関とも連携しながら、学校と保護者のより良い関係づくりに取

り組む。 

⑵ 平穏な学校環境の形成のため、学校の秩序維持及び回復を行うことを目的に

して、スクール・セーフティ・サポーターを教育委員会に設置し、校内におけ

る巡視活動等を行う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 22,943千円 

⒧ 保護者と学校のかけはし事業（５人設置） 

５人の市職員（社会福祉士）、及び１人の委嘱者のスクールソーシャルワーカ

ーが学校現場の状況を把握すべく、効率的に巡回することで個別事案について

学校と緊密な連携を図るとともに、市関係課、県児童相談センターなどの関係

機関との連携を深めて、問題解決に向けアプローチした。  

⑵ スクール・セーフティ・サポーター 

中学校７校に各１人ずつ配置し、教員とは異なる言葉遣いや態度で生徒に接

することにより、生徒との信頼関係に基づいた生徒指導を行うとともに、問題

行動が発生した際には、関係機関と連携して毅然とした対応をとった。 

⑶ スクールソーシャルワーカーとスクール・セーフティ・サポーターの設置に

ついて再考し、配置基準を検討した。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 保護者と学校のかけはし事業 

保護者は、様々な関係者との相談又は支援を受けることができ、不安が和ら

いだ。また教職員は、多様な支援の視点を得ることができるとともに、市や外

部の関係機関と連携を図る中でチームとして取り組むことができ安心できた。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

事案件数 257件 261件 213件 190件 177件 

終結件数 104件 177件 110件 101件 103件 

 ※ ２年度以降の終結件数には、事態が好転し、スクールソーシャルワー 

カーが見守り・経過確認のみ行う事案は含まない。 

⑵ スクール・セーフティ・サポーター 

問題行動発生時の迅速かつ毅然とした対応により、一般の生徒が安心して学

校生活を送ることができるようになり、保護者も安心した。また、授業中の校

内巡視活動が、教員の教材研究等の時間確保にもつながり負担軽減が図られた

ほか、校区巡視活動により校区住民から信頼を得た。 
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５年度の主

な実施予定 

⑴ スクールソーシャルワーカーは、学校現場に出向き支援を必要とする児童生

徒を把握し、関係機関と連携して支援する。また、定期的な学識経験者のスー

パーバイズにより専門性の向上と平準化に取り組む。 

学校や関係機関等との連携強化と充実した事案対応のため、引き続き常勤で

５名として体制強化を図る。 

中学校区単位で主担当を決め、事例に応じ担当を変更し対応（チーム対応）。 

⑵ スクール・セーフティ・サポーターを中学校に６名配置し、引き続き問題行 

動発生時の対応や校区巡視活動を行う。 

 また、配置校以外での問題発生時には柔軟な配置換え等で問題の沈静化を図 

る。 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ スクールソーシャルワーカーは、多様化する相談に対応するため、学校現場

での活動により、支援を必要とする児童生徒を見極めて早期に関わり、市関係

課・相談室、県児童相談センター、保健所、警察、医療機関などと引き続き連

携しながら児童生徒を取り巻く環境に働きかけることで、不登校など問題が複

雑化することを未然に防止する。 

今後は、新たに配置される職員への研修等を通した資質向上を図りながら、 

庁内連携の促進など、市職員として活動する強みを生かした事業の仕組みを構

築する必要がある。また、活動内容や支援内容等を検証し、今後の事業改善を

図る。 

⑵ スクール・セーフティ・サポーターは、児童生徒との対話を通じて信頼関係

を構築し、問題行動の未然防止を図るとともに、万一問題行動が発生した時に

は豊富な経験を生かして、関係機関と連携し毅然とした対応をとる。 

また、引き続き適切な配置人員数を検討するとともに、配置校以外の学校に

おいて何らかの問題が生じた場合には、配置換えや兼務等の柔軟な対応により、

迅速な解決等に繋げていく。 
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№ 政策分野 ３ 子育て・教育 課 名 

24 

施策 ２ 良好な教育環境の整備 学校教育課 

基本的な 

方向性 

４ いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進

めるとともに、特別な支援を必要とする子どもに対して、関係機関

と連携し、子どもと保護者が安心して生活できる環境づくりを推進

します。 

事 務 事 業 特別支援教育 

目的・事業 

概要 

 

 

すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよき発達のため、特別な支援を必要

とする児童生徒及び就学前の児童に対する支援並びに保護者、教職員等との相談・

助言を行う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 104,215千円 

⑴ 就学前の児童や保護者との早期教育相談や就学支援など、よりきめ細やかな

就学について相談や助言を行った。また、市外の医療機関に市の取組を案内し、

春日井市在住の未就学児に関する通院情報を収集した。 

ア 就学支援員設置 ４人（教育研究所に配置） 

イ 就学相談 ４歳以上～就学前の子どもとその保護者との相談 

⑵ 特別支援学級担当教員の専門性の向上や特別支援教育コーディネーターの育

成により、障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズの把握に努め、また、

特別支援学級に在籍する児童生徒については、個別の指導計画や教育支援計画

を作成し、効果的で適切な教育的支援を行った。 

⑶ 特別支援教育に関する教職員研修を実施した。 

ア 特別支援教育コーディネーター研修 

イ 特別支援学級担当者研修 

⑷ 特別支援学級（肢体不自由）に在籍する児童生徒の必要な介助に対応するた

め、平成23年度から特別支援教育介助員を小中学校に配置した。 

通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に対応するため、平成

27年度から特別支援教育支援員を小学校に配置している。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

特別支援教育

支援員配置数 
30人 37人 

78人 86人  90人 
特別支援教育

介助員配置数 
10人 11人 

 ※ 令和２年度からは、特別支援教育支援員及び特別支援教育介助員を総じ 

て学校生活支援員とした。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴  幼稚園・保育園の職員から保護者に対して就学相談の周知が図られたことに 

より、毎年度一定数の相談者が利用しており、適切な就学相談ができた。また、

就学支援員の設置により、相談機会の充実及び継続的な助言が可能になった。 

市外の相談者の属する関係機関へ市の取組を紹介したところ、相談につながっ

た。  

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

就学相談者数 208人 179人 111人 237人 317人 
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⑵ 教職員研修により、全教職員がインクルーシブ教育の理念を持って、子ども

たちに適切な指導や支援を行う意識が高まった。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 特別支援学校の教員ＯＢを新たに就学支援員として１名増員し、就学支援員

５名を教育研究所に配置し、より幅広い視点から就学相談を行うとともに、対

象の子どもが在籍する幼稚園、保育園訪問による情報収集を行い、適切な支援

を行う。 

⑵ 就学支援委員会の開催（４回） 

⑶ 学校運営の状況に合わせて学校生活支援員を配置するとともに、適切な指導 

や支援につなげるための研修を実施する。また、常勤学校生活支援員を導入し、

より適切な支援ができる環境整備に努める。 

⑷ 教職員に対する研修として、特別支援コーディネーター研修及び特別支援学 

級担当者研修を行う。 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 就学相談 

就学支援室の機能強化を図り、療育支援組織や３歳児健診を実施する関係機

関と連携し、引き続き情報収集に努め、市外の園に通う春日井市在住の子ども

とその保護者への情報提供を進める。また、相談先が多過ぎることが、分かりづ

らさになっている面もあることから、保護者が安心して相談できるよう、分か

りやすい情報提供のあり方を研究する。 

⑵ 学校生活支援員 

令和２年度に、特別支援教育支援員と介助員を統合し、「学校生活支援員」と

して運用開始してから、各校配置数の拡充に努めており、今後は、常勤学校生活

支援員の効果を検証し、より効果的な活用を研究していく。 
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№ 政策分野 ４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 課 名 

25 

施策 ３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 文化財課 

基本的な 

方向性 

１  書道文化の振興や地域文化財の保存と活用を図るとともに、文化

芸術に親しむ機会や場の充実と文化芸術活動を担う人材の育成を促

進し、誰もが文化芸術に親しむことができる環境づくりを推進しま

す。 

事 務 事 業 文化財の保護・調査 

目的･事業 

概要 

 

 

 

  

地域の貴重な財産である文化財を次世代へ継承するため、文化財の保護・調査を

行う。 

⑴ 指定文化財の保護・保存を図るため、所有者等に各種補助金を交付するととも 

に、文化財の適切な管理を行う。 

⑵ 遺跡等からの出土遺物や民俗資料を次世代に継承するため、調査や整理を行

う。 

ア 考古調査 開発事業者等と調整を図りながら、遺跡の有無や遺跡範囲の確

定のため試掘・確認調査及び本発掘調査を行い、調査資料を整理す

る。 

イ 民俗調査 民俗資料を収集、整理する。また、昔の暮らしや歴史について聞

き取り調査する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

⑴ 文化財の保護・保存  当初予算額 6,689千円 

ア 指定文化財保存事業補助実施団体数 

 項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  

 
無形文化財後継者育成

事業補助 
２団体 ２団体 １団体 ０団体 ２団体  

 
無形文化財用具等修理 

・購入事業補助 
２団体 ２団体 １団体 １団体 １団体  

 
史跡等環境整備事業補

助 
４団体 ４団体 ４団体 ４団体 ４団体  

 
建造物火災報知設備点

検事業補助 
４団体 ４団体 ４団体 ４団体 ４団体  

 

有形文化財及び史跡、

名勝等修理復旧整備事

業補助 

０団体 ２団体 ０団体 １団体 １団体 
 

 

 
有形文化財収蔵庫修理

設置事業補助 
０団体 ０団体 ０団体 ０団体 ０団体  

指定文化財所有者や地元と調整を図りながら、密蔵院防災施設整備や内々神

社宝剣（３振）研磨・修理等を行った。 

イ 文化財の管理 史跡等の清掃を継続して地元団体等に委託したほか、一部

を民間業者へ委託した。 

ウ 文化財説明看板の管理 説明看板の現況調査を行い、看板修繕を実施した。 
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⑵ 民俗考古調査  当初予算額 6,627千円 

ア 考古調査 開発等に伴う試掘・確認調査、本発掘調査を実施した。調査概要

報告書を発行し、ホームページで公表した。 

イ 民俗調査 収蔵する民俗資料を再整理・処分した。 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 文化財の保護・保存 

指定文化財保存事業補助が必要に応じて有効に交付・活用され、文化財の保

護・保存が図られている。 

史跡等の清掃を地元団体等に委託し、管理運営が適切になされている。 

文化財説明看板の適切な管理と修繕を行ったことで、文化財の周知及び啓発

を図ることができた。 

⑵ 民俗考古調査 

開発等に伴う試掘・確認調査及び本発掘調査を実施し、事前に遺跡の有無の確

認や破壊される遺跡の記録・保存をすることができた。 

民俗資料を再整理・処分したため、展示可能な資料を効率よく管理できるよう

になった。 

５年度の主

な実施予定 

 

 

⑴ 文化財の保護・保存 

密蔵院建造物（６棟・市指定文化財）の宝蔵屋根修繕に対する補助事業を始め

指定文化財への補助、史跡等の管理委託、十五の森（市指定文化財）の説明看板

の整備等を行う。 

⑵ 民俗考古調査 

開発等に伴う試掘・確認調査を実施し、事前に遺跡の有無の確認や破壊される

遺跡の記録・保存を行う。  

中央公民館に収蔵する民俗資料を再整理・処分する。 

課題・今後 

の 方 向 性 

⑴ 文化財の保護・保存 

文化財を継承していくため、所有者や地元と連絡を密にして、協力を得ながら

文化財の保護・保存を図る。 

史跡等の清掃については、高齢化により地元団体が活動を休止する可能性が

危惧されるため、新たな委託先も検討しつつ、継続して地元団体等に委託する。 

文化財の周知及び保護啓発のため、説明看板を適切に管理する。 

⑵ 民俗考古調査 

引き続き、出土遺物や民俗資料を整理する。また、効率のよい収蔵管理を行う

ため、収蔵資料の再整理・処分を行う。 
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№ 政策分野 ４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 課 名 

26 

施策 ３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 文化財課 

基本的な 

方向性 

１ 書道文化の振興や地域文化財の保存と活用を図るとともに、文化

芸術に親しむ機会や場の充実と文化芸術活動を担う人材の育成を促

進し、誰もが文化芸術に親しむことができる環境づくりを推進しま

す。 

事 務 事 業 文化財の活用 

目的･事業 

概要  

文化財の公開・活用を図り、市の歴史や文化財を周知することにより、文化財保

護への関心と理解を深めるようにする。 

市民が文化財に親しむ機会として、啓発イベント、講座、企画展示等を実施す

る。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

啓発イベント、講座、展示  当初予算額 7,041千円 

⑴ 啓発イベント 

内津文化財祭やハニワまつりを企画し実施した。 

⑵ 講座・展示 

市内の遺跡に関連した特別講座・古代史講座を実施した。前年度の参加者アン 

ケートを元にした企画展や親子体験教室等を実施した。 

⑶ 出土遺物・民俗資料の活用 

調査・整理した出土遺物や民俗資料を展示等に活用した。 

⑷ デジタルデータ等を活用した啓発 

四つ建て民家やシデコブシ自生地などのＶＲ（バーチャル・リアリティ）見学

ツアーをインターネット上で公開した。 

⑸ パンフレット等の作成 

「春日井文化財ガイド」を改訂した。 

取組の成果 

(進捗状況) 

市内の文化財について周知できた。また、市の歴史や文化の特色を知ってもらう

ことができた。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

ハニワまつり参加者数 9,000人 9,200人 中止 中止 3,500人 

内津文化財祭参加者数 1,000人 800人 中止 Web開催  500人 

民俗考古展示室来場者数 6,157人 5,543人 1,655人 4,217人 3,802人 
 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 啓発イベント 内津文化財祭、ハニワまつり 

⑵ 講座・展示  展示 「職人の手仕事」始め５回予定 

       講座 下原古窯跡群及び関連遺跡をテーマにした講座 

           （３回連続講座）始め２回予定 

       親子体験教室「クラフトバンドでこいのぼりのカゴをつくろ 

              う」始め７回予定 

⑶  出土遺物や民俗資料を展示等に活用 

⑷  デジタルデータ等を活用した啓発 ＶＲ見学ツアーの拡充 

⑸  パンフレット等の作成 下原古窯跡群パンフレット作成 
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課題・今後

の 方 向 性 

⑴ ハニワまつり、内津文化財祭は継続して実施する。また、イベント内容の見直 

しや、ＰＲ動画の制作・デジタルサイネージ等を活用した啓発によりイベント情 

報を発信し参加者の増加を図る。 

⑵ アンケート等により参加者のニーズを捉えた展示や講座を企画する。 

⑶ 収蔵資料を積極的に活用し、より多くの市民が市の歴史や文化財について興

味を持てるよう取り組む必要がある。 

⑷  市の文化財について認知度を高めるため、引き続きＶＲ（バーチャル・リア

リティ）によるオンラインでの見学ツアーの拡充を図る。また、ＰＲ動画や360°

動画の作成等、デジタルデータを活用した文化財情報を積極的に発信する。 
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№ 施策分野 ４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 課 名 

27 

施策 ３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 文化財課 

基本的な 

方向性 

１ 書道文化の振興や地域文化財の保存と活用を図るとともに、文化

芸術に親しむ機会や場の充実と文化芸術活動を担う人材の育成を促

進し、誰もが文化芸術に親しむことができる環境づくりを推進しま

す。 

事 務 事 業 文化財ボランティアの育成 

目的･事業 

概要  

貴重な文化財や歴史及び伝統文化を次世代に伝え、文化財保護を啓発するため、

文化財ボランティアを育成する。 

文化財ボランティアの主な活動として、小学３年生の社会科校外学習での民俗展

示室や四つ建て民家の説明、市民を対象とした内々神社や下街道等の文化財ガイド

及び文化財探訪ウォーキング等の自主事業を行う。 

 

取 組 状 況 

(事業実績) 

文化財ボランティア育成   当初予算額 195千円 

⑴  ボランティアの資質向上のため、ステップアップ研修として「春日井市円福寺

の新指定文化財」等を４回実施した。 

⑵ 会員増加を図るため、ボランティアと協働して行う養成講座を実施した。 

⑶ ボランティアの自主事業「文化財探訪ウォーキング」について、広報春日井や

市ホームページへの募集記事の掲載、バスの手配など支援を行った。 

⑷ ボランティアとの協働事業として、ワークショップ「勾玉をつくろう」「昔の

くらしへタイムスリップ！」等を実施した。 

 

 

取組の成果 

(進捗状況) 

養成講座の実施により新規会員が４人加入したが、退会者が多くみられ、会員数

は減少した。 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

ボランティア会員数 49人 44人 40人 42人 34人 

（ボランティア会員数は、年度末会員数で集計） 

 

５年度の主

な実施予定 

⑴ ステップアップ研修５回予定 

⑵ 養成講座２回（４回連続講座）予定 

⑶ ボランティア自主事業「文化財探訪ウォーキング」予定 

⑷ 協働事業「勾玉をつくろう」等３回予定 

 

 

課題・今後 

の 方 向 性 

会員数が減少しており、活動に必要な会員数を維持するため、養成講座を前期・

後期の２回実施する。 

ボランティア活動内容が固定化している傾向があるため、体験型のワークショッ

プ等ボランティアとの協働事業を積極的に推進し、活動の活性化を図る。 

文化財探訪ウォーキングの開催等、ボランティアの自主事業を支援する。 
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№ 政策分野 ４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 課 名 

28 

施策 ３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 文化財課 

基本的な 

方向性 

１ 書道文化の振興や地域文化財の保存と活用を図るとともに、文化

芸術に親しむ機会や場の充実と文化芸術活動を担う人材の育成を促

進し、誰もが文化芸術に親しむことができる環境づくりを推進しま

す。 

事 務 事 業 郷土芸能保存 

目的･事業 

概要  

郷土芸能の保存伝承を円滑に進め、地域文化の振興を図る。 

⑴ 郷土芸能の保存団体として登録している団体に補助金を交付する。 

⑵ 郷土芸能の保存団体と小学校の児童が交流できる環境を整備し、郷土芸能出前

講座を実施する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

⑴ 郷土芸能に対する補助  当初予算額 1,334千円 

日頃の練習及び祭り本番の活動や郷土芸能に必要な笛、太鼓等の修理及び購入

に対して補助を行った。補助区分等は次のとおり。 

保存・伝承事業補助 23団体 

用具の修理・購入事業補助 ３団体 

 項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  

 延べ補助団体数 35団体 41団体 24団体 20団体 26団体  

市内郷土芸能保存団体に、財団法人等の助成制度の情報提供を行った。 

⑵ 郷土芸能出前講座    当初予算額 169千円 

小学校で地域の郷土芸能保存団体が郷土芸能を披露し、小学４年生の児童が体

験を行った。 

実施校 神領小学校 

保存団体 大留下棒の手保存会 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 郷土芸能に対する補助 

郷土芸能保存伝承のための活動や用具等の修理及び購入について補助を行う

とともに、他機関の助成制度の情報提供を市内の郷土芸能保存団体に行い、活動

の継続を支援した。 

⑵ 郷土芸能出前講座 

小学生が実際に体験することにより、地域の郷土芸能に興味・関心を持つこと

ができた。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 郷土芸能に対する補助 

引き続き、補助及び他機関の助成制度の情報提供を行う。 

⑵ 郷土芸能出前講座 

実施校 １校予定 

⑶ 郷土芸能記録映像制作 

愛知県を代表する郷土芸能の一つで市内の複数の地区に伝わる棒の手を映像

記録として保存し、後世に残すとともに、映像を広く発信する。 

⑷ 愛知県民俗芸能大会春日井市大会 

市制80周年記念事業として愛知県と共催し、民俗芸能の普及・啓発を図ると

ともに、市内の郷土芸能保存団体に発表の場を提供する。 
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課題・今後 

の 方 向 性 

保存団体には郷土芸能の保存伝承のため、引き続き補助を行う。 

子どもの会員数の割合を増やすため、今後も小学校での郷土芸能出前講座を継続

して実施し、後継者の育成を図るとともに、保存団体の負担を軽減するため、協力

団体の増加を図る。 

ＰＲ動画等を作成し郷土芸能の啓発を行う。 

他機関の助成情報を提供し、活動の支援につなげる。 
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№ 政策分野 ４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 課 名 

29 

施策 ３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 文化・生涯学習課 

基本的な 

方向性 

３ 公民館、図書館などの施設を活用した学びと交流の機会や場の提供

と参加しやすい環境づくりを推進するほか、学びの成果が地域の活力

や自らの心の豊かさにつながるよう支援し、市民の自発的な学びと多

様な交流を促進します。 

事 務 事 業 公民館等講座 

目 的 ･ 事 業 

概要  

「いつでも、どこでも、だれでも、学べる」ことを基本に、身近な生涯学習の場

として、幼児期から高齢期までの幅広い層の生涯学習ニーズに応えられるように学

習環境を整備し、学習機会の充実を図る。 

公民館(５施設)、ふれあいセンター(４施設)及び青年の家において市民講座や短

期講座を開催し、幅広い市民に地域における学習の機会を提供する。  

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 12,370千円（公民館、ふれあいセンター、青年の家講座事業費） 

⑴ 公民館講座       247講座821回  

⑵ ふれあいセンター講座 108講座381回  

⑶ 青年の家講座      11講座 63回  

⑷ 社会教育事業連絡調整会議  毎月第４木曜日 

類似講座や同じ講師が同時期に重ならないよう調整した。好評だった講座、講

師等について情報を共有するとともに意見交換を行った。 

⑸ その他 

  Ｚｏｏｍを使ったオンライン講座を実施した。（２講座５回） 

  施設での展示と合わせてワークショップを実施し、ＹｏｕＴｕｂｅ配信も実施

した。 

取組の成果 

(進捗状況) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幅広い世代に向けた様々なジャンルの講座を展開するとともに、土日や夜間な

ど、働く世代や子育て世代も参加しやすいような学習機会を提供した。 

また、地域の商店主や地元出身者を講師とした講座を実施し、地域に根差した講

座を実施した。 

講座情報について、広報春日井やホームぺージ、施設で配付するチラシのほか、

希望する市民の手元に届くよう市公式ＬＩＮＥでの講座情報の配信を行った。市ホ

ームページでは、前年に実施した同様の講座のアンケート調査による受講者の声や

開催風景の写真などを掲載することで、より分かりやすい講座のＰＲに努めた。 

 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

公 民 館 
講座数 216講座 206講座 149講座 199講座 247講座 

延受講者数 16,620人 15,527人 9,366人 10,679人 12,765人 

ふれあい 

センター 

講座数 100講座 102講座 72講座 104講座 108講座 

延受講者数 7,095人 6,562人 3,531人 4,190人 5,340人 

青年の家 
講座数 ９講座 ９講座 ８講座 ８講座 11講座 

延受講者数 562人 800人 452人 237人 525人 
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５年度の主

な実施予定 

⑴ 市民講座、短期講座、子どもの部屋（子ども向け事業） 

⑵ デジタルリテラシー向上を目的に、国庫補助制度を活用した講座等（パソコン・

スマートフォンの使い方講座等）の実施 

課題・今後 

の 方 向 性 

幼児期から高齢期までの様々な世代を対象に、より関心の高い内容の講座を企画

できるよう、他市の実施状況や受講者アンケートにより市民ニーズの把握に努める

とともに、平日昼間に働く世代や子育て世代も参加しやすいよう、引き続き休日・

夜間講座、託児付き講座の実施、オンラインによる講座の開催など学習環境の整備

に努める。 

施設に設置しているＷｉ－Ｆｉ環境を活用した講座として、複数施設をオンライ

ンでつなぎ、受講者が希望する施設で受講できる講座等の実施についても引き続き

検討を進め、職員のスキルアップを目指して配信機器の使い方などの講習会を実施

する。 

また、公民館等が地域住民にとって身近な施設であると感じていただき、市民の

交流や地域の活力、さらには地域の絆につながるよう、講座の実施だけでなく、季

節にあわせミニコンサートや講演会、作品展示、館内装飾等を行うなど、施設ごと

に特色ある事業を実施する。 

講座、イベント等の周知について、広報春日井や民間地域情報誌を活用するほか、

市公式ＬＩＮＥで配信したり、ホームページ等で写真や動画など視覚的に分かりや

すく伝える工夫を行う。 
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№ 政策分野 ４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 課 名 

30 

施策 ３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 文化・生涯学習課 

基本的な 

方向性 

３ 公民館、図書館などの施設を活用した学びと交流の機会や場の提供

と参加しやすい環境づくりを推進するほか、学びの成果が地域の活力

や自らの心の豊かさにつながるよう支援し、市民の自発的な学びと多

様な交流を促進します。 

事 務 事 業 生涯学習推進 

目的･事業 

概要  

市民が充実した生涯学習活動に取り組むことができるよう学習機会の充実を図

るとともに、学んだ成果を生かすことができる機会を提供することで、一人ひとり

が生きがいを持ち豊かな人生を送ることができるよう生涯学習の推進に努める。 

⑴ かすがい熟年大学 

高齢者が充実した余暇時間を過ごし、学習を通じて仲間づくりができる場を提

供し、健康で生きがいのある生活を送れるように講座を開催する。 

⑵ 大学連携講座 

市民の高度化する学習ニーズに応えるため、大学と連携し、その優れた人材と

設備を活用した高度な内容の講座を開催する。 

⑶ 講師発掘・登用事業 

知識や技術を持った市民を募集し、応募者が自ら企画した講座の講師として活

躍する場を提供する。 

⑷ 生涯学習出前講座 

身近な場所での学習機会の充実を図るため、地域の集会施設において生涯学習

講座を実施する。 

⑸ 生涯学習情報発信事業 

講師情報、団体・サークル情報、講座情報等を提供するためインターネット上

で生涯学習情報サイト「まなびゃ選科」を運営する。また、民間地域情報誌に公

民館等で実施する市民講座情報や、施設を利用している生涯学習活動団体の情報

などを掲載し、生涯学習事業等のＰＲを行う。 

⑹ スタディルーム 

  中高生の自主学習を支援するため、公民館・ふれあいセンター等 10 施設の予

約のない空き集会室等を「スタディルーム」として開放する。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

⑴  かすがい熟年大学 当初予算額 1,862千円 

ア 各コース  15回（開講式、閉講式含む） 

イ 受講者数  生活63人、歴史141人、文学68人、健康科学46人、 

芸術文化133人 

⑵ 大学連携講座 当初予算額 643千円 

ア 18講座41回（中止２講座24回） 

 連携大学：中部大学、名城大学、名古屋学院大学、愛知学院大学、金城学 

院大学、愛知教育大学 

イ 講座内容 「心の健康を保つストレスマネジメント」、「日本列島の鋳銅技術 

～銅鐸から金銅仏まで」、「サボテンの秘密を調べよう」、「人生 

100年時代のキャリアデザイン」等  

ウ 実施方法 対面講座 15講座、オンライン講座 ３講座 
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 ⑶ 講師発掘・登用事業 当初予算額 128千円 

応募件数27件 うち採用件数15件  

実施講座11講座18回 延受講者数 174人 

⑷ 生涯学習出前講座 当初予算額 202千円 

36講座36回 延受講者数 968人 

※ 各講座受講者に対してアンケート調査を実施しニーズの把握に努めた。 

 項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  

かすがい熟年大学 

受講者数 
557人 580人 中止 344人 451人 

大学連携講座 

延受講者数 
1,006人 794人 69人 261人 371人 

講師発掘・登用事業 

実施講座数 
14講座 17講座 ６講座 ５講座 11講座 

生涯学習出前講座 

(生涯学習まちづくり出前講

座と出前公民館講座の実績合

計) 

21講座 44講座 ８講座 ９講座 36講座 

⑸ 生涯学習情報発信事業 当初予算額 3,918千円 

ア 生涯学習情報サイト 

 項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  

 講師登録者数 271人 294人 296人 298人 301人  

 団体登録数 153団体 146団体 138団体 132団体 123団体  

 サイトアクセス件

数 
41,593件 37,374件 26,207件 30,104件 31,107件 

 

 イ 民間情報誌の活用 

  生涯学習情報の周知を図るため、民間の地域情報誌に講座情報や生涯学習活動

団体の紹介を掲載した。（年２回） 

⑹ スタディルーム 

  中高生の自主学習を支援するため、公民館・ふれあいセンター等 10 施設の予

約のない空き集会室等を「スタディルーム」として開放した。 

  利用者 7,663人 

⑺ 生涯学習推進計画改定（中間見直し） 当初予算額 2,420千円 

  令和３年度に実施した生涯学習に関する市民アンケート調査の結果やこれま

での取組み状況から課題を整理し、第２次春日井市生涯学習推進計画の改定を行

った。 

取組の成果 

(進捗状況) 

大学連携講座では、ＹｏｕＴｕｂｅでの配信講座やＺｏｏｍを利用したオンライ

ン講座を実施し、自宅等で好きな時間に学べる機会を提供することができた。 

また、日頃、市民からの問い合わせが多いインターネットでの申し込み方法の案

内や、公民館等で活動している団体の案内を民間の地域情報誌に掲載し周知を図っ

た。 
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５年度の主

な実施予定 

・かすがい熟年大学 

・大学連携講座（オンライン講座を含む） 

・講師発掘・登用事業 

・生涯学習出前講座 

・生涯学習情報発信事業（民間地域情報誌への講座情報の掲載） 

・スタディルーム 

課題・今後 

の 方 向 性 

令和５年３月に改定した第２次生涯学習推進計画に基づき、体系的に各種講座や

生涯学習関連事業を実施する。 

大学連携講座では、幅広い年代、様々なライフスタイルに合わせ、自分の好きな

場所や時間に、気軽に受講できるよう動画配信による講座や、対面とオンラインで

受講方法を選択できる講座を実施する。 

生涯学習に関する情報発信として、講座情報を市公式ＬＩＮＥで配信したり、ホ

ームぺージ等で写真や動画など視覚的にわかりやすく伝える工夫を行うとともに、

生涯学習情報サイトの掲載している講師や団体の活動情報の充実を図る。 
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№ 政策分野 ４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 課 名 

31 

施策 ３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 図書館 

基本的な 

方向性 

３ 公民館、図書館などの施設を活用した学びと交流の機会や場の提供

と参加しやすい環境づくりを推進するほか、学びの成果が地域の活力

や自らの心の豊かさにつながるよう支援し、市民の自発的な学びと多

様な交流を促進します。 

事 務 事 業 読書啓発・障がい者図書サービス 

目的･事業 

概要 

 

全ての市民が読書の大切さを認識するとともに、読書を楽しむことができるよ

うに機会を提供する。 

⑴ 読書啓発 

ア 読書手帳配付 

小学生を対象に、読書の楽しさを知るきっかけづくりとして読書手帳を配

付し、自分の読書履歴を目に見えるよう記載することで、読書意欲を高める。 

イ ブックスタート 

４か月児健康診査時に絵本等を手渡し、読み聞かせを行う。 

ウ 赤ちゃんのためのおはなし会 

親子のふれあいを深め、赤ちゃんの図書館デビューを支援するため、乳児と

保護者を対象に、本の紹介や読み聞かせ、手遊びを行う。 

エ 紙芝居とお話を聞く会 

幼児・児童を対象に、図書館や各図書室で絵本や紙芝居の読み聞かせを行

う。 

オ すくすく読み聞かせ会 

１歳半から就園前までの幼児を対象に、読み聞かせを行う。 

カ 読書週間の行事 

春と秋の読書週間に合わせて、図書館探検や図書館クイズ等の事業を実施

する。 

キ 小中学校読書感想文コンクール 

小中学生の読書を奨励するため、コンクールを実施する。併せて優良作品を

紹介した読書感想文集を作成する。 

ク 小中学校読書感想画コンクール 

小中学生の読書力及び表現力を養うため、コンクールを実施する。併せて優

良作品を紹介した作品集を作成する。 

ケ 10代の未来さがし講座 

中学生に、本や読書についての興味を喚起するため、読書をとおして自分の

目指す未来について考えるきっかけづくりとなる講座を実施する。 

コ 図書館読み聞かせボランティア養成講座 

図書館等において読み聞かせ事業を推進するため、読み聞かせに必要な知

識や心構え、技術等を習得する養成講座を実施する。 

⑵ 障がい者図書サービス 

ア 図書等の無料郵送貸出 

視覚障がい者と心身障がい者を対象に図書の郵送貸し出しを行う。 

イ 録音図書及び点字図書の作製 

音訳及び点訳ボランティアによる録音図書と点字図書を製作する。 
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ウ 対面読書 

視覚障がい者を対象に音訳ボランティアによる対面読書を行う。 

エ 音訳技術講習会 

音訳ボランティア養成の講習会を行う。 

オ 音訳デジタル録音技術講習会 

デジタル録音図書を製作するボランティア養成の講習会を行う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

⑴ 読書啓発   当初予算額 3,344千円 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

読書手帳配付 1,913冊 2,210冊 235冊 953冊 1,362冊 

ブックスタート

参加組数 
2,639組 2,428組 2,410組 2,317組 2,133組 

赤ちゃんのため

のおはなし会参

加者数 

1,874人 1,236人 85人 255人 443人 

紙芝居とお話を

聞く会参加者数 
1,547人 1,282人 107人 420人 840人 

すくすく読み聞

かせ会参加者数 
196人 264人 14人 44人 91人 

読書週間参加者

数 
385人 271人 35人 108人 248人 

小中学校読書感

想文応募点数 
17,952点 16,293点 2,533点 8,789点 8,072点 

小中学校読書感

想画応募点数 
16,841点 16,835点 16,222点 16,253点 15,795点 

10 代の未来さが

し講座受講者数 
－ － 25人 10人 9人 

 

⑵ 障がい者図書サービス  当初予算額 688千円 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

図書等の無料郵

送貸出数 
128点 142点 162点 134点 129点 

録音図書・点字図

書の製作数 
106種 100種 97種 100種 109種 

対面読書実施回

数 
117回 104回 11回 20回 21回 

音訳技術講習会 ９人 ６人 中止 中止 15人 

音訳デジタル録

音技術講習会 
48人 46人 中止 中止 32人 
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 ⑶ ボランティア数 

項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

読み聞かせボ

ランティア 
116人 112人 104人 106人 105人 

音訳ボランテ

ィア 
72人 75人 63人 55人 63人 

 

取組の成果 

(進捗状況) 

ブックスタートを始め各種事業を実施することで、乳幼児の頃から本に親しむ機

会を提供し、家庭での読み聞かせの推進に努めた。また、読み継がれる絵本コーナ

ーには、乳幼児向けの絵本などの良書を充実させ、重点的に提供することで、利便

性の向上を図った。 

図書館読み聞かせボランティア養成講座を実施し、修了者９人のうち５人がボラ

ンティア団体に加入して読み聞かせ事業の人材を育成することができた。 

児童生徒が図書館に来館するきっかけとなるよう、読書手帳のおためし版やＴＣ

通信等を学校に設置し、本や読書に対する理解と関心を高めた。 

障がい者図書サービスについては、録音図書・点字図書の製作等、ボランティア

の協力により各種事業を行うことができた。 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 読書週間行事 ４月23日～５月12日、10月 27日～11月９日 

⑵ 読書感想文・読書感想画コンクール 

⑶ 図書館読み聞かせボランティア養成講座 ６月29日、７月６日、12日（３回） 

⑷ 音訳技術講習会 ６月８日～９月28日（12回） 

⑸ 子ども司書養成講座 11月４日、11日、18日、25日（４回） 

課題・今後 

の 方 向 性 

赤ちゃんのためのおはなし会等、子どもの年齢に応じた読み聞かせ事業について

は、子どもが読書に親しむ機会を提供するとともに、保護者に読書の重要性を啓発

する機会とする。また、読み継がれる絵本コーナーの蔵書を充実させ、乳幼児期の

子どもや保護者への読書啓発に努め、家庭における読書習慣の定着を図る。 

図書館の利用案内を載せた読書手帳おためし版を引き続き小学校の図書室に設

置する等、学校と連携して児童への読書啓発及び図書館の利用促進を図る。 

小中学生には、図書館や読書についての興味を喚起する機会を提供するため、本

の貸出業務や修理などの司書業務の体験や、読書を通して自分の目指す未来につい

て考えるきっかけづくりとなる講座を開催する。 

読み聞かせ事業を充実するため、図書館等での読み聞かせ会で活動するボランテ

ィアを養成する講座を開催する。 

障がい者図書サービスについては、録音図書を安定的に製作し、サービスの充実

を図るため、音訳技術講習会、音訳デジタル録音技術講習会を実施し、音訳ボラン

ティアの養成を図る。 
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№ 政策分野 ６ 環境 課 名 

32 

施策 １ 地球環境の保全と自然との共生 野外教育センター 

基本的な 

方向性 

４ 豊かな自然を守り育てるなかで、自然と親しむ機会や場の充実を図る

ほか、希少な動植物の保護・再生を促進し、生息・生育環境の保全を図

るとともに、いつまでも身近に自然を感じることができる生活環境の形

成を推進します。 

事 務 事 業 野外教育センターの利用促進 

目的･事業 

概要  

【目的】 

⑴ 集団宿泊生活、野外活動等を通じて自然に親しみ、豊かな情操と健全な心身

の育成を図る。 

⑵ 市民の緑化意識の高揚、植栽知識の普及等を図り、都市緑化を推進する。 

⑶ 市民に自然に恵まれたレクリエーション活動の場を提供する。 

【事業概要】 

⑴ 魅力ある自然環境にある施設の特性を活かしたイベントを通して施設の周知

と利用促進を図る。 

⑵ 講習会（教室）、展示会、緑化相談、緑化イベント等を行い、市民の緑化意識

及び植栽知識の向上を図る。 

⑶ グリーンピアコンサート等イベントを開催し、レクリエーションの場を提供

する。 

⑷ 安全で安心して利用できるよう、施設等の整備を行う。 

取 組 状 況 

(事業実績) 

当初予算額 252,964千円 

⑴ 第12回「緑と花のフェスティバル」 

⑵ 各種事業 

ア  少年自然の家 

(ア) 野外活動振興事業の開催 ８事業 7,089人 

（イ）市内外の小中学校野外学習校等に対し、自然体験活動の実施 

ネイチャーガイドトレッキング事業 利用校 40校 2,599人 

環境教育プログラム事業 利用校 27校 1,808人 

野外学習夜間プログラム事業 利用校 37校 2,398人 

イ  都市緑化植物園  

(ア) 講習会（教室）90回、展示会37回、緑化相談525件、 

グリーンピアコンサート60回 

(イ) トロピカルガーデンフェア 3,993人（２日間） 

秋の里山フェア入場者 5,870人（２日間） 

クリスマスフェア入場者数 15,893人（20日間） 

⑶ 施設及び設備修繕等  

ア 少年自然の家 細野キャンプ場管理棟解体工事 

イ 都市緑化植物園 緑と花の休憩所改修その他工事 
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項 目 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

緑と花のフェ

スティバル来

場者数（開催

期間） 

31,500人 

(７日間) 

36,600人 

(７日間) 
(中止) 

22,489人 

(７日間) 

26,708人 

(７日間) 

少年自然の家 

利用者数 
52,986人 45,239人 11,671人 17,879人 20,050人 

都市緑化植物

園利用者数 
298,996人 249,301人 216,792人 286,078人 273,721人 

取組の成果 

(進捗状況) 

⑴ 少年自然の家 

ア  通年を通し、自然とのふれあいや野外活動について関心を持つ人の割合が高

く、各種自主事業への参加者が多い。 

イ  宿泊、日帰りでのリピーター率が高い。 

ウ  小中学校の利用者が多く、常に自然の家の諸施設が利用されている。 

エ 学校野外学習でのガイドトレッキング、環境教育プログラム等の事業にお 

いて、ＳⅮＧｓを意識した自然体験や、体験型で分かりやすい等、アンケート

調査により評価を受けている。 

オ 施設設備の修繕等が実施され、利用者の安全確保をすることができている。 

⑵  都市緑化植物園 

ア 年間を通して、展示会・講習会（教室）・緑化相談・グリーンピアコンサー

トが実施され、市民の参加・来園が得られ、緑化推進の啓発が図られている。 

イ イベント等が開催され、令和４年度は約 27.4 万人の来園者があり、レクリ

エーションの場が提供されている。 

ウ  緑化ボランティアによる休憩所花の植替え事業、個人ボランティアによる

園内の花壇整備が実施され、年間を通じて変化に富んだ緑とゆとりある空間が

提供されている。 

エ 施設設備の工事・修繕、樹木の伐採・剪定が実施され、利用者の安全確保を

することができている。 

 

５年度の主

な実施予定 

⑴ 施設管理 

ア 少年自然の家 

宿泊棟空調機器取替工事   

イ 都市緑化植物園 

大久手池散策デッキ撤去工事   

大久手池散策デッキ撤去後柵設置工事 

緑の相談所屋上防水改修工事 

バックヤード暖房用温水ボイラー更新工事 

⑵ 緑と花のフェスティバル 

新型コロナウイルス感染症対策を施した第13回緑と花のフェスティバル開催 

写生コンクールと参加小学生の作品審査、表彰等 
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⑶ 地方公共団体等との連携 

野外活動教室、園芸教室、グリーンピアコンサート 

イベント（トロピカルガーデンフェア、秋の里山フェア、クリスマスフェア） 

近隣の地方公共団体、地域団体等（多治見市、福祉施設） 

市内高校生によるコンサート 

みろくの会による野外活動教室等 

⑷ 感染防止対策の励行 

手洗い、消毒等の励行・実施 

課題・今後 

の 方 向 性 

手洗い・消毒等の感染防止対策を励行し、利用者にとって安全安心な施設運営を

めざす。また、利用者の安全と安心のため、老朽化の進んだ各設備機器の更新工事、

修繕を進める。 

⑴ 少年自然の家 

ア  自然体験活動指導者の養成を継続するとともに、市民指導者の活躍の場をつ 

くり、東部丘陵の自然観察や環境教育を兼ね定期的にトレッキング事業を開催

する。 

イ 事業の参加者や施設利用者からのアンケート調査の関心度を考慮し、築水の 

森の豊かな自然を体感できる環境教育を含む自然体験活動事業の企画運営を

行う。 

⑵ 都市緑化植物園 

ア  施設の魅力を高め、講習会等事業を継続させ、引き続き緑化の推進やレクリ 

エーションの場の提供を行う。 

イ  講習会（教室）等について、参加者のニーズを把握し、内容を検討していく。 

ウ  安全に安心して利用するため、樹木の伐採・剪定を継続実施する。 

エ  市民が安心して利用できるよう、安全対策を徹底した大久手池散策デッキ撤 

去工事と撤去後の柵設置工事、緑の相談所屋上防水改修工事を円滑に進める。

また、老朽化し故障の多いバックヤード暖房用温水ボイラー更新工事を行う。 
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ＳＤＧｓ １７のゴール 

 

貧困を 

なくそう 

 

人や国の不平等 

をなくそう 

 

飢餓を 

ゼロに 

 

住み続けられる 

まちづくりを 

 

すべての人に 

健康と福祉を 

 

つくる責任 

つかう責任 

 

質の高い教育を 

みんなに 

 

気候変動に 

具体的な対策を 

 

ジェンダー平等を 

実現しよう 

 

海の豊かさを 

守ろう 

 

安全な水とトイレ 

を世界中に 

 

陸の豊かさも 

守ろう 

 

エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

 

平和と公正を 

すべての人に 

 

働きがいも 

経済成長も 

 

パートナーシップで 

目標を達成しよう 

 

産業と技術革新の 

基盤をつくろう 
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Ⅵ 事務点検評価委員の意見 

 

愛知教育大学名誉教授 

修文大学短期大学部教授 中野 靖彦 

 

政策分野３ 子育て・教育 

施策２ 良好な教育環境の整備 

基本的な方向性１ 

「学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の活用を推進し、主体的・

対話的な学びを実現するほか、快適な学習環境の確保や学校における体験の場の創出

を図り、子どもの豊かな心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげま

す。」 

創意と活力ある学校づくりのための快適な教育環境には、物理的な整備とソフト

（人材等）の整備が重要である。学校の建物等については、順次整備されている。 

 学校教育の一つの大きな目標は、子どもたちが確かな学力を身に付けることであ

るが、学力には、‘見える学力’（教科や読み書きの基礎的な学力）と‘見えない学

力’がある。前者は、全国学力テストや日頃のテスト等でも分かるものでもあり、

今、子どもたちがどのような状況にあるか（全国と比較する必要はないが）、少し

でも分かる方が良いと考える。また、後者の見えない学力は、直接的に測ることは

難しいが、学校で習ったことを、家庭や仲間と話し合いながら自主的にどのように

努力したか等々、子どもたちの日頃の学習態度から見ることもできる。 

これから、タブレット端末等、ＩＣＴを積極的に活用して、子どもたちが楽しく

学び、確かな学力向上と教員の負担軽減に取り組んでいくことになる。しかしなが

ら、さらにＡI 型学習教材が導入される中で、ＩＣＴを有効活用するには、教員が

教材研究できる時間的なゆとりが欠かせないし、各学校でＩＣＴの活用について検

証し、学校間で情報を共有することである。 

さらに、タブレット活用が子どもたちの屋外での活動量を減らし、体力低下に繋

がる恐れがある。体力の低下は精神面にも影響する。 

「小１プロブレム」防止には、幼保小の連携が重要であるが、今、教員不足が生

じている。退職した教員や免許取得している方々の協力を得ていると思われるが、

小学校低学年への教員配置には配慮が必要である。これまで以上に、発達段階に応

じた教員配置が求められる。幼小免許を取得している教員の小学校配置を訴える研

究者もいる。 

  

基本的な方向性２ 

「家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力の向上を図り、学びを
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通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。」 

教育改革の度に、学校教育に求められることが多様になり、教員負担増の一因に

もなっている。いずれにしても、教員だけで魅力ある学校づくりと教育力の向上に

は限界もある。市は、地域コーディネーターを委嘱してサポートを行ってきたが、

コロナ禍で地域の協力も得られず、様々な活動が休止や制限をされた。その中で、

様々な工夫をして教育にあたってきた。そのノウハウをもっと活かすべきと考える。 

今後、さらに地域との連携を深め、コーディネーターが地域と連携しながら部活

動を行うこともできるが、地域によっては活動がエスカレートして、毎週土、日曜

日に試合で出かけることもある。しかし、部活は、異学年とも交流しながら思いや

りなど、人間関係を育てる機会である。スポーツ等でもっと腕を磨きたいのであれ

ば、地域のクラブで頑張ることができれば子どもも納得がいく。今、地域で仲間と

遊ぶ機会も減っている中で、友達関係を構築するには、部活動の本来の姿を考えて、

学校生活の教育活動の一環として捉えていく必要がある。 

また、県レベルでのキャリアスクールプロジェクトで職場体験がある。これもコ

ロナ禍で中止されてきたが、中学生ができる体験は限られる。コーディネーターに

依存せざるを得ないし、教員も関わる。実体験も大事だが、地域での実情を鑑み、

みんなが関心のある職場が見たいという希望があれば、映像等でも紹介できる。 

いずれにしても、将来の職業選択は学校で学んだこととの関連も強い。好きで、

得意な教科ややりたいことがあれば、それに見合った高校や大学進学も考える。 

キャリア教育は、自分の得意なことを学校教育で身に付けることであり、それが

将来の職業選択に繋がる。そのためには、教員の資質向上と教員間の情報の共有や

教員の適材、適所を活かしながら子どもたちの個性を伸ばす必要がある。 

土曜チャレンジ・アップ教室、放課後なかよし教室は、地域での子どもの活動の

場として大切である。最近では、公園での子どもたちの声を騒音と決めつけて、公

園が閉鎖され、遊ぶ機会が減っている。身近で、子どもたちの遊ぶ姿を見れば地域

の目も変わり、地域の輪も広がる。 

 

基本的な方向性３ 

「安全・安心な学校給食の充実と食育を推進するほか、放課後児童の居場所づくりなど、

学校や地域における子どもの安全確保を図り、子どもの健やかな成長を支えます。」 

安心・安全な給食の充実と食育を推進するために、魅力ある、おいしい給食を目

指し、地産地消を推進し、郷土料理や子どもたちから「応募献立」を取り入れなが

ら献立を工夫していることは、食への関心も高まる。 

しかしながら、アレルギーの増加によって、学校給食や家庭での食生活も変化し

てきている。さらに、子どもの低体温化や運動不足によって、体力も落ちてきてい

る状況もある。子どもの健やかな成長には、心身とも健康であることが肝要である。
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そのためには、長期的に、学校と家庭が協力してアレルギーに負けない体力作りを

目指していくことである。 

今、アレルギーを起こさない成分を含んだ食物の開発も進んでいるというが、ま

だまだ道のりは遠い。アレルギーを疑って、無理に食べることはできないが、今の

医学の進歩を考えれば、アレルギーを起こさない体をどう育成するかの研究も進ん

でいると想像できる。早く医学界とも連携しあって、家庭や学校での食育を通して、

子どもの健やかな成長を支えることを、「今後の方向性」で示していくことが大切

と考える。 

好き嫌いはあれ、みんなで一緒に食べることで食欲も増すし、学校での会話も弾

むし、学校に行く楽しみも増える。 

子どもにとっての居場所は、個人によって異なるが、子どもたちは学校で友だち

と安心して遊びたい、触れ合いたいという思いは強い。子どもたちが自分で得意な

ことを見つけて自尊心ができ、話のできる友だちがいればいじめの防止にも繋がる。

子どもたちにとって学校が楽しく、居場所になって欲しい。 

 

基本的な方向性４ 

「いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進めるとともに、特別な

支援を必要とする子どもに対して、関係機関と連携し、子どもと保護者が安心して生活

できる環境づくりを推進します。」 

コロナ禍によって、友達と直接、顔を合わせて話すことが減り、ＳＮＳでのコミ

ュニケーションに頼った。その結果、いじめが周りの大人に見えにくくなっている。

直接、顔を合わせていれば、いじめであるかそうでないか判断することもできるが、

ＳＮＳでは、いじめる側もいじめられる側もその感覚がない。日頃から、学校や家

庭でも挨拶し、気楽に話ができる雰囲気を作ることである。 

また、コロナ禍で自宅学習も増えたために、不登校が目立たなくなったというが、

コロナ後、通学できるようになって、相変わらず、不登校になる子どもはいる。 

いじめの未然防止や早期発見の大事さは、以前から指摘され、学校でも努力がな

されている。それでも減らないのはなぜであろうか。いじめや不登校、また特別な

支援を必要とする子どもは、年齢や学業不振、友達との不和、家庭事情等々が複雑

に絡むこともある。ただ、小 1プロブレムや中１ギャップも同じような要因が絡ん

でいることも多く、学校、家庭や地域が連携を強くし、お互いに情報を共有して、

日頃から子どもと真摯に向き合うことが大事である。市では、匿名で連絡し合うシ

ステムがあるが、場合によっては、名前を聞いて（個人情報が漏れないように配慮）、

責任を持って対処する必要もある。 

また、スクールカウンセラーや支援員が配置され、解決に向けて取り組んでいる

が、カウンセラーには守秘義務があり、情報が担任に十分に伝わらないこともある
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ようだ。カウンセラー、教員や保護者が情報を共有し合い、子どもの声をしっかり

受けとめ、子どもも安心して教員と話せる雰囲気を作ることである。 

 

政策分野４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 

施策３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 

基本的な方向性１ 

「書道文化の振興や地域文化財の保存と活用を図るとともに、文化芸術に親しむ機会や

場の充実と文化芸術活動を担う人材の育成を促進し、誰もが文化芸術に親しむことがで

きる環境づくりを推進します。」 

市として、書道文化の振興や継続はもちろんのこと、子どもたちも地域の文化に

身近で触れることは、地域を愛する気持ちを育てる。それは、地域の人々とのコミ

ュニケーション向上に役立つ。そして、小さい頃に触れた経験は、大人になっても

活きてくる。 

今、子どもたちは、スマホやタブレットを使ってアニメやゲームに夢中になって

いる。近くに貴重な文化財があっても、なかなか関心を持たない、持ちたくてもチ

ャンスのない子どももいる。まずは校内に、それぞれの地域にある文化財を地図で

示し、子どもたちが、毎日、立ち止まって見る機会があれば興味も沸く。さらに興

味を持って、図書館で資料や映像を見る経験があれば、もっと関心を持つ子も増え

る。そのような子どもの様子を学校通信等で家庭に発信できれば、地域や家庭で話

題になる。 

大人になって、ボランティアをしてみたいと思っても、迷う。その時、子どもの

頃に出会った文化芸術活動の経験が思い出されると、スムーズに取り組むこともで

きる。 

 

 基本的な方向性３ 

「公民館、図書館などの施設を活用した学びと交流の機会や場の提供と参加しやすい環

境づくりを推進するほか、学びの成果が地域の活力や自らの心の豊かさにつながるよう

支援し、市民の自発的な学びと多様な交流を促進します。」 

公民館は講座を受講するだけでなく、気楽に出かけて多くの人と出会い、コミュ

ニケーションする場であるが、コロナ禍で参加者も減った。 

また、生涯学習を希望する人のニーズも多様化してきて、公民館での講座の内容

にも工夫が必要となった。一時期、市民への講座は民間でも多く開講され、講座内

容も多種多様であったが、コロナ禍で閉講になるところが増えた。 

しかしながら、コロナ禍後も登録者がいるということは、多くの人が自発的な学

びと触れ合いを求めていることの表れであり、公民館は地域のつながり、学びの場

としての役割は大きい。講座受講者が経験を生かして、講師として講座に関わるこ
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とで意欲が沸く。また、公民館は地域の人が気楽に集まり、日頃、地域のことや趣

味の事などを自由に出し合うだけでもよいと考える。 

情報化社会になり、活字が消えて電子書籍が増える中、書店も少なくなりつつあ

る。 

確かに、ネットで自宅に居ながら社会の流れは分かるが、幼い頃から活字で慣れ

親しんだ人が簡単に電子書籍に馴染めるか分からない。 

本離れが指摘されて久しい昨今、ある調査によると、各地で図書館の利用者が増

えているという。本は、想像力を育て、豊かな学びの基礎となる。子どもの時に本

に親しむ経験は将来に活きる。 

 

政策分野６ 環境 

施策１ 地球環境の保全と自然との共生 

基本的な方向性４ 

「豊かな自然を守り育てるなかで、自然と親しむ機会や場の充実を図るほか、希少な動

植物の保護・再生を促進し、生息・生育環境の保全を図るとともに、いつまでも身近に自

然を感じることができる生活環境の形成を推進します。」 

これまで、自然に親しむ場として野外教育センターや自然の家があった。しかし

ながら、これもコロナ禍の影響を受けて宿泊体験ができなくなった。ただ、宿泊体

験のイメージが変わり、以前のような行事ができるかは未知数である。 

自然の中で、体を動かしての様々な体験をすることは、体と豊かな心の育成にと

って大切であるが、身近で体験する機会を増やすことが肝心である。自宅の周りや

校内にも自然は多くあり、気軽に親しむことができる。そして、もっと広く興味を

持って、家族で郊外の大きなイベントにも参加してみると、ますます動植物への興

味も広がり、自分でも育ててみたくなる。かつては、学校内でビオトープも作られ、

池の魚も毎日見ることができ、校内でいろいろな花を眺め、季節を感じることもで

きた。今は、そのような場もなくなり、自然と同居するゆとりもなくなった。 

それでも、自然での体験を経験させたい思いからか、ある地域ではわざわざ夏の

暑い日に、校外まで虫取りなどの散策に出かけて熱中症になったというニュースも

あった。ちょっと注意して探せば、身近に自然はある。 

 

全体として 

 コロナも扱いが変わって日常生活も戻りつつあり、かつての行事等も復活させる動

きもある。しかしながら、コロナ禍で教員の負担も増加し、負担軽減が喫緊の課題と

なっている中で、新たな試みも行われているが、コロナ禍で工夫して学んだことを活

かす必要がある。 

 さらに、今、教員の確保も課題である。子どもたちと触れ合い、しっかり受けとめ、
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個性にあった教育ができるには、教員数と教員の時間的、精神的なゆとりが重要であ

る。そのためには、これまで普通に実施してきた授業や行事等のあり方について、学

校、教育委員会や家庭や地域が一体となって取り組む、絶好の機会と捉えていくこと

が大事である。 

少子化時代になり、子どもたちも家庭や地域で、多くの人と触れ合う機会も減る。

学校が人間関係を構築する重要な場となるが、学校の役割を地域や家庭にしっかり説

明して連携を深めることが、心豊かでたくましい子どもの育成に繋がる。 
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中部大学現代教育学部教授 三島 浩路  

 

政策分野３ 子育て・教育 

施策２ 良好な教育環境の整備 

基本的な方向性１ 

「学力と体力の向上を図るとともに、一人一台のタブレット端末の活用を推進し、主体的・

対話的な学びを実現するほか、快適な学習環境の確保や学校における体験の場の創出

を図り、子どもの豊かな心と生きる力を育む学校教育を推進し、未来の活力につなげま

す」 

⑴小中学校環境改善 

普通教室だけでなく、理科室等の特別教室に関しても計画的に冷房設備の導入

が進められており、近年の猛暑に対応した教育環境の整備が着実に進行している。

体育館に関しては、スポットクーラーや送風機を活用した空調がなされているが、

今後、猛暑がさらに厳しくなった場合には、体育館に関しても冷房設備の導入が

必要となる可能性もあり、効率的な体育館の冷房方法に関連した情報収集等が望

まれる。 

⑵ＩＣＴを活用した教育の推進 

ＩＣＴを利用した家庭学習の実施については、家庭環境の影響を抑えるために、

Ｗｉ－Ｆi ルーターの貸し出しが行われており、手厚い支援体制ができている。

貸し出したＷｉ－Ｆi ルーター等の利用状況に関する調査を行うなどして、個々

の家庭事情等を配慮した長期的・合理的な支援を行うための検討を進めていただ

きたい。 

また、生成系ＡＩの教育および校務事務等での活用や規制についても、対応が

求められる。 

⑶創意と活力のある学校づくりの推進 

学校管理下にある部活動から地域等を主体とした地域クラブ活動への移行に関

しては、指導者確保など様々な問題が山積している。しかし、中学校を中心とし

た教員の業務精選・削減のためにも、教育委員会の総力を挙げ、他の部局や地域

の諸団体と連携するなどして、地域クラブ活動への移行が進むように尽力された

い。 

⑷教職員研修 

 教員研修に関しては教育委員会が主導するなどして、「指導力」「マネージメン

ト力」向上を目指した研修が様々なかたちで実施されている。教員が「自主的に

学び続ける力」を育成するための制度として教育研究員制度などがあり、予算措

置を講じられているが、予算規模も小さく、参加できる教員数も年間 10名程度と

少ない。春日井市全体の教員の「自主的に学び続ける力」を高めるために、予算・
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参加者のさらなる拡大を求めたい。また、教育に対する教員の情熱が高まるよう

な、自由度の大きい教員研修システムの在り方についても研究していただきたい。 

⑸きめ細やかな教育対応 

春日井市はＩＣＴを活用した教育の先進地域であり、「情報の時間」のカリキュ

ム創設に関しても、こうした先進性の表れと評価できる。情報機器や機器の利用

環境が日進月歩の変化を見せる中、こうした変化の根底にある潮流を捉え、どの

ような力をどういった段階の子どもたちに教育するのかといった根幹の部分から、

「情報の時間」のカリキュラムに関する検討を深めていただきたい。 

 

基本的な方向性２ 

「家庭や地域とのつながりのなかで、魅力ある学校づくりと教育力の向上を図り、学びを

通じて、礼儀、思いやりや感謝の心を育み、ふるさとに対する愛着と誇りにつなげます。」 

⑻学校と地域の連携推進 

コミュニティスクールを実施するためには、保護者をはじめとした地域住民と

の時間をかけた十分な準備が不可欠であり、子どもたちに対する教育活動がより

充実することを主眼にして、長期的・多面的な視点からの議論を可能な限り公開

するかたちで行っていただきたい。 

⑼職場体験学習 

情報化の進展に伴い、「職場」として想定されるものも変化している。具体的に

は、オンラインでの業務を主たる事業内容とする企業も増加しており、こうした

変化に対応する方向で、職場体験の内容や実施方法についても検討する必要があ

るのではないか。また、昨今の教員不足から、教職に対する中学生の関心を高め

る必要もあり、中学生の職場体験の一つとして、小学校での職場体験を設けるな

ど、新しい発想に基づいた展開を期待したい。 

⒀ふれあい教育セミナー 

 子どもたちの健やかな成長を促進するためにも、家庭の教育力を高めることは

重要であり、ふれあい教育セミナーはこうした家庭の教育力を高める一助となる。

新型コロナウイルス感染症が拡大した時期には、セミナーの開催についても多く

の制限があったが、こうした制限がなくなりつつある中、多様なセミナーが開催

できるように、教育委員会からの支援強化を期待したい。 

 

基本的な方向性３ 

「安全・安心な学校給食の充実と食育を推進するほか、放課後児童の居場所づくりなど、

学校や地域における子どもの安全確保を図り、子どもの健やかな成長を支えます。」 

⒂学校給食における食物アレルギー対応の充実 

 児童生徒のアレルギーに対応した給食を実施するために、専用調理室を設ける
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などの手厚い対応が進められている。新型コロナウイルス感染症対策として行わ

れてきた黙食などの対策も緩和され、児童生徒のコミュニケーションの場という

意味でも、給食の役割が再発揮されるようになる中、無配膳対応などの手立てが、

児童生徒の人間関係にネガティブな影響を及ぼすことがないように、アレルギー

対応が必要な児童生徒を対象とするだけでなく、すべての児童生徒を対象とした

アレルギーに関する理解の促進などを図っていただきたい。 

⒃学校給食を活用した食育の推進 

 学校給食に対する保護者等の理解・関心を深めるためにも、「給食レストラン」

は有意義な活動である。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、「給食レストラン」が中止されるなどしたが、感染症拡大前の水準にまで提供

食数を増やす方向で検討していただきたい。 

⒄新調理場整備  

 東部調理場・東部第２調理場にアレルギー給食専用調理室を配備するなど、食

物アレルギーのある児童生徒に対する設備面からの対応もなされており、給食の

教育的な意義を支える基盤が強化されている。 

 

基本的な方向性４ 

「いじめの未然防止や早期発見、不登校にさせない体制づくりを進めるとともに、特別な

支援を必要とする子どもに対して、関係機関と連携し、子どもと保護者が安心して生活

できる環境づくりを推進します。」 

⒅いじめ対策 

 「春日井市いじめ防止基本方針」に基づいた適切な対応が行われているにもか

かわらず、令和２年度以降、いじめの認知件数は増加傾向にある。いじめの認知

件数が増加した背景には、より軽微ないじめ被害であっても、いじめとして認知

し、より早期の段階から対応するという方針が徹底された結果と評価することも

できる。しかし、いじめ認知件数が増加した理由に関するデータに基づいた詳細

な分析・考察がなされていないために、認知件数が増加した理由は明らかになっ

ていない。いずれにしろ、いじめ認知件数の増加は、いじめ被害を受けた児童生

徒の増加であり、増加理由の分析・考察に基づき、「春日井市いじめ防止基本方針」

及び、その実施方法などに何らかの改善すべき点があるのではないかという視点

に立ち、専門的・実践的な議論を深め、いじめ被害に苦しむ児童生徒が皆無とな

ることを目指した教育活動を実現していただきたい。 

⒆いじめ相談 

 アプリケーションを利用した匿名によるいじめ相談窓口を拡充するなど、いじ

め被害を受けた児童生徒などからの訴えを多様な方法で捉え、いじめ被害を減ら

していきたいという教育委員会の姿勢は評価できる。アプリケーション「スクー
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ルサイン」の学年別利用状況は不明であるが、一般的に小学校低学年がこうした

アプリケーションを利用することは難しい。しかし、小学校低学年においてもい

じめは発生していることから、小学校低学年の発達段階等を考慮したいじめ情報

等の収集方法について、さらなる工夫を期待したい。 

(21)教育や悩みごとに対する相談業務 

 発達障害及びその可能性や傾向がある児童生徒の増加に対応してＷＩＳＣ－Ⅳ

を行うなど、体制の整備・充実が図られている。学校教育に関係する機関でＷＩ

ＳＣ－Ⅳ等を実施する主要な目的は、児童生徒の教育活動にこうした検査によっ

て得られた情報を利用することである。そのように考えれば、ＷＩＳＣ－Ⅳに加

えて、教育活動との親和性が高いＫ－ＡＢＣなどを併用して、その結果を教育活

動に積極的に還元する体制づくりも構築していただきたい。 

(22)不登校対策 

  登校支援室の設置校において、不登校状況の改善が見られたことが報告されて 

おり、設置校を増加することにより、不登校を減少させる可能性がある。先行実 

践・先行研究を検討するなどして、不登校のタイプに応じた登校支援環境の整備 

を進めるなど、不登校の児童生徒の多様性に対応した対策のますますの充実が求 

められる。 

    不登校により生活のリズムが崩壊した児童生徒の中には、スマートフォンに対

する依存傾向を示す者も少なくない。スマートフォンに対する依存傾向が深刻化

することにより、不登校からの回復がますます困難になることも推察されること

から、スマートフォン依存傾向と不登校との関連についても視野に入れた対策の

立案を進めていただきたい。 

  (24)特別支援教育 

  これまで別々の業務を行ってきた特別支援教育支援員と介助員を統合して、学

校生活支援員とするなど、学校現場の実情に応じた柔軟な制度見直しが行われた。

こうした見直しを不断に継続し、教員の負担軽減を促進することにより、教員が

教育活動により注力できる環境構成を目指していただきたい。 

 

政策分野４ 市民活動・共生・文化・スポーツ 

施策３ 文化・スポーツ・生涯学習の推進 

基本的な方向性１ 

「書道文化の振興や地域文化財の保存と活用を図るとともに、文化芸術に親しむ機会や

場の充実と文化芸術活動を担う人材の育成を促進し、誰もが文化芸術に親しむことがで

きる環境づくりを推進します。」 

(26)文化財の活用 

 春日井文化財ガイドや文化財マップといった春日井市の文化財に関する視覚的
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な資料が充実してきており、学校教育の現場においても、地域を知るための学習

教材として活用するなど、積極的な利用を進めていただきたい。また、文化財に

関連したデジタルコンテンツを相互に結び付けるなどして、市民が容易に地域の

文化財について知ることができ、さらに、文化財相互の関係についても知ること

ができるように、長期的なロードマップに基づいたダイナミックな展開を期待し

たい。 

(27)文化財ボランティアの育成 

文化財ボランティアの養成に関しては、ボランティア会員であることを誇れる 

ような認証制度を導入したり、ボランティア会員の専門性や会員としてのやりが 

いなどを、本人の承諾を得たうえで、文化財課関連のＨＰで公開したりするなど 

して、ボランティア会員になることの魅力を高める方法を検討・実施していただ 

きたい。 

(28)郷土芸能保存 

春日井市の郷土芸能に関わる活動や用具等に対する支援を行ったり、郷土芸能 

出前講座を行ったりするなどして、郷土芸能の保存伝承に努めている。郷土芸能 

が継承されている地域の小学校のクラブ活動の一環として、郷土芸能に関する活

動を児童に計画的・系統的に体験させるなど、末永く郷土芸能が継承されるよう

に、学校との連携強化を進めていただきたい。 

 

基本的な方向性３ 

「公民館、図書館などの施設を活用した学びと交流の機会や場の提供と参加しやすい環

境づくりを推進するほか、学びの成果が地域の活力や自らの心の豊かさにつながるよう

支援し、市民の自発的な学びと多様な交流を促進します。」 

(30)生涯学習推進 

 子ども家庭庁が設置され、子どもの居場所づくりへの関心がこれまで以上に高 

まっている。春日井市においても、公民館等の中にスタディルームを設けるなど、 

子どもの居場所づくりを視野に入れた公民館等の利用方法が提案・実施されてい 

る。学校教育機関との連携を強化し、不登校児童生徒の居場所づくりの一部を、 

公民館等の社会教育施設が担う仕組みづくりに関する研究を進めていただきたい。 

 (31)読書啓発・障がい者図書サービス 

 子どもが子どもに対して読み聞かせを行う企画や、本の貸し出しや修理といっ 

た図書館司書の業務を小中学生に体験させる企画など、本に関連した多様な活動 

を図書館が提供することは、図書館の新しいあり方を模索する一歩となり、今後 

の展開が期待される。 
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政策分野６ 環境 

施策１ 地球環境の保全と自然との共生 

基本的な方向性４ 

「豊かな自然を守り育てるなかで、自然と親しむ機会や場の充実を図るほか、希少な動

植物の保護・再生を促進し、生息・生育環境の保全を図るとともに、いつまでも身近に自

然を感じることができる生活環境の形成を推進します。」 

(32)野外教育センターの利用促進 

野外活動を行うことができるセンターなどを設けている愛知県内の自治体と連 

携するなどして市民交流を促進し、愛知県の自然環境の豊かさをより多くの春日 

井市民が体験できるきっかけづくりを行うだけでなく、県内の他の市町村在住者

が春日井市の自然等に対する関心を高めることによって、都市緑化植物園等の利

用者増加を図るなど、県内の他の自治体との連携の可能性について模索していた

だきたい。 

 

全体として 

限られた予算の中で、学校教育や社会教育の課題に対処するだけでなく、将来を見

据えた先進的な企画も進められており、長期的なビジョンに基づいた教育行政が行わ

れている。 

今後、小中学校における生成系ＡＩの活用や規制などについて、先進自治体や文部

科学省及び関連機関等からの情報を収集・分析し、児童生徒のより良い教育を実現す

るという目的に沿った使い方などを探求する必要がある。 

また、性的マイノリティに関連する諸課題を検討し、誰もが安心して学ぶことがで

きる学校環境を強化していくことも必要である。性的マイノリティに関連した課題の

中には、児童生徒に関する課題だけでなく、学校教職員の課題も含まれ、こうした教

職員が差別感を感じることなく、教育に専念できる環境をつくることも大切である。 

子ども家庭庁は、「こどもの居場所づくりに関する調査研究」の中で、不登校・ネ

ットいじめ・自殺などとの関連から、子どもの居場所づくりの必要性を述べており、

子どもの居場所という点から、今後、学校教育課と文化・生涯学習課が連携し、子ど

もの居場所づくりを目的とした公民館・図書館などの社会教育施設の新たな活用に関

する先進的な取り組みを期待したい。 

 

 

 

 

  


